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シンポジウム

フ
ラ
ン
ス
の
地
方
分
権

ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン

-
ド
ゥ
ブ
イ

下

康

史

訳

井

地
方
分
権
(
岳
円
巾
ロ
守
色
目
的
色
O
ロ
)
は
、
一
国
の
行
政
組
織
に
関
す
る
様
々
な
編
成
方
式
の
一
選
択
で
あ
る
が
、
実
は
そ
こ
か
ら
政
治
的
そ

し
て
財
政
的
に
大
き
な
問
題
が
立
ち
現
れ
て
く
る
。
フ
ラ
ン
ス
も
こ
の
ジ
レ
ン
マ
の
例
外
で
は
な
い
。
実
際
に
分
権
化
の
方
向
性
が
非
常
に

(
訳
注
ご

(
1
)

は
っ
き
り
と
支
配
的
に
な
っ
た
の
は
一
九
八
二
年
以
来
で
は
あ
る
に
し
て
も
、
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
以
来
の
あ
ら
ゆ
る
政
体
は
、
こ
の

の
と
こ
ろ
、

フ
ラ
ン
ス
は
分
権
化
さ
れ
た
国
の
モ
デ
ル
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
?
お
そ
ら
く
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
実
際

と
り
わ
け
外
国
人
の
聴
衆
に
問
い
か
け
る
時
、
地
方
分
権
の
意
味
合
い
と
進
展
の
双
方
に
つ
い
て
、
も
う
一
度
問
い
直
し
て
み

ジ
レ
ン
マ
に
支
配
さ
れ
て
き
た
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

分
権
と
は
、
国
以
外
の
公
法
上
の
法
人
で
一
定
程
度
の
自
律
性

l
l
固
有
の
権
限
や
公
選
の
諸
機
関
に
よ
る
管
理
運
営

l
i
が
認
め
ら

(
訳
桂
二
)

れ
て
い
る
も
の
を
、
国
が
承
認
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
地
方
公
共
団
体

po--巾
2
Z
5
z
z
-乙
で
あ
る
。
あ
る
意
味
で
、
地
方
分
権

は
民
主
主
義
の
精
神
と
諸
々
の
自
由
の
発
展
を
伴
う
。
そ
れ
ゆ
え
分
権
化
は
中
央
集
権
と
対
置
さ
れ
る
。
後
者
は
よ
り
権
威
主
義
的
で
、
そ
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の
純
粋
な
形
は
地
方
公
共
団
体
の
存
在
を
否
定
し
、
国
の
み
を
承
認
す
る
。
地
方
分
権
を
、

フランスの地方分権

そ
の
弱
ま
っ
た
形
式
に
す
ぎ
な
い
事
務
分
散

と
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。
事
務
分
散
と
は
、
国
が
国
土
を
法
人
格
の
な
い
行
政
区
画

(
2
5
2月
ユ
宮
芯
ロ
)
で
区

(
訳
桂
三
}

か
っ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
長
に
中
央
権
力
の
代
表
者
を
任
命
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
各
行
政
区
画
は
、
国
家
諸
役
務
組
織
の
地

域
的
枠
組
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
分
散
機
関
(
印

R4H円
巾
印
伝
向
。
ロ
円
巾
ロ
片
『
宮
)
と
い
う
の
が
地
方
出
先
機
関
(
印
巾
ミ
月

2
2広
ユ

2
『
印
)
の
新
し

(2) 

い
名
称
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
後
に
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
分
権
化
と
事
務
分
散
は
、
現
状
の
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
に
共
存
可
能

で
あ
る
。
両
者
を
完
全
に
対
置
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
事
務
分
散
の
非
常
に
活
発
な
動
き
が
、
一
九
八
二
年
以
来
の
分
権
化
復
活
を
補

っ
て
き
た
。
さ
ら
に
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
三
レ
ベ
ル
の
地
方
公
共
団
体
が
、
そ
の
領
域
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
同
時
に
行
政
区
画
に
も
相
当
す

(

訳

注

四

)

(

訳

注

五

)

(

訳

注

六

)

(

3

)

(

訳
注
七
)

る
。
州
(
芯
岡
田

Oロ
印
)
、
県

(
a
S
R
R
B
2
3
)
、
市
町
村

(
g
B
B
E巾
乙
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
に
関
し
て
、
私
の
用
語
法
と
し
て
二
種
類
の
分
権
を
区
別
し
よ
う
と
思
う
。
両
者
と
も
、
あ
る
公
的
制
度
に
法
人
格
を
付
与
す

る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
第
一
は
、
地
方
分
権
(
忌

ng々
と

-ECOロ
門
ミ
ユ
ぢ
ユ
巳
乙
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
あ
る
地
域
を
支
配
す
る
地
方
公
共

団
体
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
場
合
の
地
域
は
、
あ
る
法
人
、
つ
ま
り
、
共
通
の
利
益
を
有
す
る
人
的
共
同
体
に
合
致
し
、
地
方
公
共
団
体
が

保
有
す
る
固
有
の
権
限
は
、
地
理
的
に
そ
の
よ
う
な
地
域
に
限
定
さ
れ
る
。
一
つ
の
法
人
に
相
応
す
る
地
域
は
、
そ
れ
自
体
、
他
の
種
類
の

地
方
公
共
団
体
で
区
分
さ
れ
る
。
つ
ま
り
例
え
ば
、
州
は
県
に
区
分
さ
れ
、
県
自
体
も
市
町
村
に
区
分
さ
れ
る
。
地
方
分
権
は
、
後
に
詳
述

(
訳
佳
八
)

す
る
機
会
が
あ
る
が
、
憲
法
で
承
認
さ
れ
て
い
る
。

(
忌
円
。
ロ
円
市
ロ
可
白
色
。
ロ
)

分
し
、機

能
的
分
権
(
色
合

2汁
Z
E
s
g口
問

O
R
E
S
2
m
)
と
も
称
さ
れ
る
役
務
分
権
(
常

2
昇

z
r
E
Oロ
宮
司
仰
向

2
5
)
は
、
地
方
分
権
と
は

全
く
意
味
が
異
な
り
、
憲
法
上
の
承
認
も
な
い
。
た
し
か
に
、
こ
こ
で
も
ま
た
公
法
上
の
法
人
の
創
設
が
関
わ
っ
て
は
く
る
が
、
そ
れ
は
特

(

4

)

(

不
正
九
)

定
の
権
限
を
与
え
ら
れ
た
諸
々
の
公
施
設
法
人

(
b
S
E
a
s
g
g
宮
豆
片
乙
で
あ
る
。
公
施
設
法
人
に
も
資
産
(
建
物
、
設
備
|
|
)
や

固
有
の
人
員
、
管
理
運
営
機
関
が
あ
る
。
こ
の
点
は
地
方
公
共
団
体
と
同
じ
で
あ
る
が
、
管
理
運
営
機
関
は
、
公
選
制
で
は
な
く
任
命
制
で

北法48(6・135)1441



シンポジウム

(
5
)
 

あ
る
。
た
だ
し
、
例
外
は
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
特
別
な
形
の
分
権
の
方
向
は
、
専
門
的
(
門
町
内
廿
】
忠
告
巾
)
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

(
6
)
 

公
役
務
の
管
理
が
個
別
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
公
役
務
(
部
局
)
は
国
の
一
般
管
轄
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
公
施
設
法
人
へ
と
昇
格

す
る
。
公
施
設
法
人
は
、
固
有
の
法
人
格
、
予
算
、
資
産
、
管
理
者
等
を
保
有
す
る
。
こ
の
こ
と
は
公
施
設
法
人
の
経
営
の
自
律
性
を
強
め

(
訳
桂
一

O
)

る
も
の
で
、
そ
の
こ
と
は
経
営
技
術
が
発
展
し
た
時
代
に
は
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
と
な
る
。

歴
史
的
に
フ
ラ
ン
ス
は
行
政
組
織
の
あ
ら
ゆ
る
形
態
を
経
験
し
て
き
た
が
、
国
の
成
立
に
関
わ
る
歴
史
的
事
情
か
ら
中
央
集
権
に
強
く
シ

フ
ト
し
て
き
た
。
フ
ラ
ン
ス
は
、
地
方
勢
力
に
対
抗
す
る
君
主
達
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
数
世
紀
来
の

(

7

)

(

8

)

 

中
央
集
権
的
伝
統
に
結
び
つ
い
て
き
た
。
と
は
い
え
、
我
が
国
の
行
政
組
織
の
歴
史
は
直
椋
的
で
は
な
い
。
我
が
国
は
、
分
権
の
時
代
と
中

央
集
権
の
時
代
を
交
互
に
経
験
し
て
き
た
。
中
央
集
権
の
時
代
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
(
一
七
八
九
年
以
前
)
、(9)
 

革
命
期
の
一
時
期
(
一
七
九
二
年
か
ら
一
七
九
五
年
ま
で
の
国
民
公
会
(
円
。
ロ

Z
ロ
苦
ロ
)
)
、
共
和
暦
八
年
(
一
七
九
九
年
)
か
ら
第
一
帝
政

の
終
わ
り
ま
で
、
第
二
帝
政
(
少
な
く
と
も
そ
の
初
期
、
つ
ま
り
、
一
八
五
二
年
以
降
)
、
第
三
共
和
制
の
末
期
(
経
済
的
財
政
的
危
機
を

原
因
と
す
る
一
九
二
五
年
以
降
)
、
そ
し
て
、
ヴ
ィ
シ

1
政
権
下
の
ド
イ
ツ
に
よ
る
占
領
期
。
以
上
の
期
間
の
聞
に
分
権
の
時
代
が
挿
入
さ

(

叩

)

(

日

)

(

ロ

)

{

訳

世

一

一

)

れ
る
。
一
七
八
九
年
大
革
命
、
七
月
王
政
(
一
八
三

O
年
か
ら
一
八
四
九
年
ま
で
)
、
第
三
共
和
制
お
よ
び
第
四
共
和
制
。

第
五
共
和
制
で
は
、
地
方
分
権
の
諸
原
則
の
確
立
が
追
い
求
め
ら
れ
て
き
た
。
た
し
か
に
、
初
期
の
頃
に
は
ド
・
ゴ

l
ル
将
軍
が
明
ら
か

北法48(6・136)1442

つ
ま
り
、

な
中
央
集
権
の
エ
ス
プ
リ
に
駆
り
立
て
ら
れ
、
そ
れ
は
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
と
の
紛
争
に
関
連
す
る
諸
々
の
騒
動
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
た
。
し
か

(
日
)

し
そ
の
後
、
特
に
一
九
六
八
年
以
降
、
地
方
分
権
は
ヴ
ァ
レ
リ
ィ
・
ジ
ス
カ
ー
ル
H
デ
ス
タ
ン
大
統
領
の
影
響
力
の
下
で
弾
み
が
つ
く
。
地

(
訳
桂
三
一
)

方
分
権
が
実
際
に
大
き
く
飛
躍
す
る
の
は
、
ミ
ッ
テ
ラ
ン
大
統
領
第
一
次
政
権
下
の
一
九
八
二
年
以
降
で
あ
る
。
そ
の
後
、
幾
つ
か
の
改
革

(
比
)

が
、
地
方
公
共
団
体
に
認
め
ら
れ
た
諸
々
の
自
由
の
行
き
過
ぎ
を
制
限
し
て
き
た
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
地
方
分
権
の
動
き
が
衰
え
る
こ
と
は

t
、a
O

J

れ唱し



私
の
報
告
は
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
地
方
分
権
の
現
状
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
幾
つ
か
の
個
別
の
局
面
は
取
り

上
げ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
地
方
分
権
の
財
政
的
諸
局
面
は
、
地
方
の
自
律
性
に
と
っ
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
詳
説
し
な
い
。
こ

の
問
題
は
、
む
し
ろ
財
政
法

(
E
E
n
g
-
E
Z
5
5印
)

の
専
門
家
の
領
域
に
属
す
る
も
の
で
、
私
は
そ
う
で
は
な
い
。
同
じ
く
、
地
方
分

権
の
海
外
へ
の
適
用
も
割
愛
す
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
問
題
は
、
海
外
領
土
が
遠
く
離
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
に
関
連
す
る
諸
々
の
特
殊
性
を

帯
び
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
枠
組
に
お
い
て
、
地
方
分
権
は
国
家
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
国
家
の
構
成
と
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
地
方
分
権
の
指
針
を
与
え
る
諸
原
則

(I)
と
地
方
分
権
の
実
施

(E)
を
切
り
離
す
こ
と
も
で
き
な
い
。

地
方
分
権
の
諸
原
則

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
地
方
分
権
は
、
相
反
す
る
要
請
間
で
の
不
安
定
な
バ
ラ
ン
ス
取
り
の
産
物
で
あ
る
。

し
つ
つ
、
地
方
の
共
同
体
に
諸
々
の
自
由
を
付
与
し
よ
う
と
い
う
意
思
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

I 

つ
ま
り
、
国
の
統
一
性
を
保
持

一
九
五
八
年
一

O
月
四
日
の
憲
法
は
、
地

方
の
自
由
を
全
面
的
に
保
障
し
た
う
え
で

(A)
、
し
か
し
す
ぐ
に
そ
れ
ら
の
制
限
に
言
及
す
る
こ
と
に
よ
り

(
B
て
こ
れ
ら
両
目
的
の
調

和
を
描
き
出
す
。

フランスの地方分権

A 

憲
法
で
保
障
さ
れ
る
自
由

フ
ラ
ン
ス
の
憲
法
は
、
地
方
公
共
団
体
に
つ
い
て
一
章
を
割
い
て
お
り

(
第
二
章
)

(
第
七
二
条
か
ら
第
七
五
条
)
、
他
に
も
二
つ
の
条

文
が
こ
れ
を
扱
う
(
第
二
四
条
及
び
第
三
四
条
)
。
し
か
し
な
が
ら
、
地
方
の
諸
自
由

(
Z
Z
Z宮
戸
O
B
Z∞
)
が
憲
法
上
の
地
位
を
完
全
な
形

で
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
は
な
く
、
憲
法
上
の
諸
々
の
保
護
(
一
)

は
立
法
に
よ
る
補
完
の
対
象
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

北法48(6・137)1443
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た
( 

一一、-〆。
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憲
法
上
の
保
障

地
方
公
共
団
体
に
関
す
る
憲
法
の
幾
つ
か
の
条
文
を
読
む
と
あ
る
疑
問
が
一
つ
生
ま
れ
る
。
ま
ず
こ
の
点
に
答
え
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け

(
日
)

れ
ば
な
ら
な
い
。
憲
法
は

g
-
Z
2
E広
三
宮
田

E
を
扱
う
が
(
第
三
四
条
)
、
同
時
に
、
円
。
宮
内
丘
三
広
三
巾
『
『
件
。
コ
白

-g
を
も
扱
う
(
第
二
四

(口)

条
及
び
第
七
二
条
)
。
こ
の
よ
う
な
二
重
の
用
語
法
は
、
地
方
分
権
の
概
念
に
濃
淡
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
?
一
定
数
の
人
々

(
国
)

は
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
が
、
現
実
は
よ
り
ず
っ
と
単
純
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

no--
巾
2
E
g∞
芯
吋
コ
円
。
ユ
白
一
巾
の
概
念
が
、

g
F
5
5門略
的

(

問

)

(

訳

註

一

一

一

一

)

-
o
g
g∞
に
加
え
て
国
を
も
包
含
す
る
と
考
え
る
場
合
を
除
き
、
両
表
現
の
意
味
は
同
じ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
私
は
、
両
者
を
区
別
す
る

こ
と
な
く
併
用
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

(
初
)

地
方
公
共
団
体
の
自
由
な
行
政
の
原
則
は
、
憲
法
第
三
四
条
と
第
七
二
条
に
よ
っ
て
き
わ
め
て
暖
味
な
形
で
確
認
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
具

体
的
実
現
は
法
律
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
原
則
と
は
別
に
、
次
の
二
つ
の
原
則
が
は
っ
き
り
と
明
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
地
方

公
共
団
体
存
置
(
巾
包
え

E
円
巾
)
の
原
則
と
、
公
選
の
地
方
議
会
に
よ
る
地
方
公
共
団
体
行
政
の
原
別
で
あ
る
。

憲
法
第
七
二
条
に
よ
る
と
、
「
共
和
国
の
地
方
公
共
団
体
は
、
市
町
村
、
県
、
海
外
領
士
宮
『
コ
芝
「
g
a
.
0
5
2‘
ョ
巾
吋
)
で
あ
る
。
そ
の

他
の
全
て
の
地
方
公
共
団
体
は
、
法
律
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
る
。
」

地
方
公
共
団
体
に
二
つ
の
異
な
る
地
位
に
属
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
一
方
は
憲
法
で
存
置
が
保
障
さ
れ
て
い
る
の
に

対
し
、
他
方
は
、
法
律
次
第
で
設
置
や
廃
止
が
可
能
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
後
者
の
地
方
公
共
団
体
の
場
合
も
、
存
在
す
る
以
上
は
、

前
者
と
同
様
の
憲
法
上
の
地
位
を
得
る
。

憲
法
第
七
二
条
を
適
用
す
る
た
め
に
、
立
法
者
は
、
過
去
四
回
に
わ
た
り
、
新
し
い
種
類
の
地
方
公
共
団
体
を
創
設
し
て
き
た
。
ま
ず
、



フランスの地方分権

(
訳
佳
一
四
)

マ
イ
ヨ
ッ
ト
島
を
「
共
和
国
の
地
方
公
共
団
体
」
と
し
た
。
次
に
、
一
九
八
二
年
三
月
二
日
の
法

(
訳
注
一
五
)

律
は
、
一
九
七
二
年
の
創
設
時
に
は
単
な
る
公
施
設
法
人
で
あ
っ
た
州
を
、
新
し
い
種
類
の
地
方
公
共
団
体
と
し
た
。
さ
ら
に
、
一
九
八
五

(

訳

注

一

六

)

(

訳

註

一

七

}

年
六
月
一
一
日
の
法
律
は
、
海
外
県

(
a
S
R
Z呂
町
三
円

0
5
2台
市
『
)
に
属
し
て
い
た
サ
ン
H

ピ
エ

l
ル
H

エ
H

ミ
ク
ロ
ン
を
特
別
の
「
地

方
公
共
団
体
」
と
し
た
。
最
後
に
、
一
九
九
二
ヰ
五
月
二
二
日
の
法
律
は
、
コ
ル
シ
カ
州
を
「
地
方
公
共
団
体
L

と
す
る
。

憲
法
第
七
二
条
の
射
程
が
明
確
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
市
町
村
と
県
は
、
憲
法
改
正
に
よ
っ
て
の
み
廃
止
さ
れ
得
る
法
的
カ
テ
ゴ

リ
ー
の
も
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
が
、
市
町
村
と
州
の
中
間
段
階
た
る
県
を
維
持
す
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
、
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
家
が
時
折
熱

心
に
論
じ
る
議
論
を
複
雑
に
す
る
。
他
方
、
独
自
の
地
位
を
有
す
る
新
し
い
地
方
公
共
団
体
を
立
法
者
が
創
設
し
た
場
合
、
こ
の
よ
う
な
地

方
公
共
団
体
は
、
団
体
が
一
つ
し
か
な
く
て
も
設
置
し
う
る
の
で
あ
り
(
マ
イ
ヨ
ッ
ト
、
サ
ン
H

ピ
エ

l
ル
H

エ
H

ミ
ク
ロ
ン
、
コ
ル
シ
ヵ
。
)
、

こ
の
点
は
憲
法
院
(
の
Oロ
ω巾
己

g
ロ
E
E
C
Oロ
ロ
巴
)
が
明
示
的
に
認
め
て
い
る
。
憲
法
院
に
よ
れ
ば
、
憲
法
は
ご
つ
の
団
体
し
か
存
在
し
な

(
幻
)

い
地
方
公
共
団
体
の
種
類
を
創
設
す
る
こ
と
を
な
ん
ら
排
除
し
な
い
」
。
他
方
、
州
は
法
律
で
創
設
さ
れ
た
地
方
公
共
団
体
の
種
類
で
あ
る
が
、

複
数
の
団
体
が
あ
る
(
二
五
団
体
)
。

憲
法
が
明
確
に
定
め
る
第
二
の
原
則
は
、
公
選
の
地
方
議
会
に
よ
る
地
方
公
共
団
体
の
行
政
の
原
別
で
あ
る
(
第
七
二
条
)
。

選
挙
の
原
則
は
、
地
方
レ
ベ
ル
に
お
け
る
代
表
民
主
制
を
発
展
さ
せ
る
と
い
う
意
思
か
ら
生
じ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
選
挙
の
原
則
は
、
地

方
分
権
を
役
務
分
権
と
は
っ
き
り
と
異
な
る
も
の
に
す
る
。
後
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
い
か
な
る
地
域
に
も
、
住
民
の
い
か
な
る
生

活
共
同
体
に
も
立
脚
し
な
い
。
そ
こ
で
は
、
管
理
者
は
任
命
さ
れ
る
の
が
原
別
で
あ
る
。

公
選
の
地
方
議
会
が
な
け
れ
ば
、
地
方
公
共
団
体
、
そ
し
て
、
地
方
分
権
は
あ
り
え
な
い
。
さ
ら
に
地
方
議
会
は
、
諮
問
的
な
役
割
を
有

北法48(6・139)1445 

一
九
七
六
年
一
二
月
二
四
日
の
法
律
は
、

す
る
に
止
ま
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
役
割
に
止
ま
れ
ば
、
地
方
議
会
は
共
同
体
の
行
政
を
実
施
で
き
な
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
地
方
議
会

は
、
そ
の
管
轄
に
属
す
る
こ
と
に
限
ら
れ
る
の
は
当
然
と
し
て
も
、
実
効
的
な
権
限
を
享
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
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(
勾
)

議
決
機
関
で
あ
る
地
方
議
会
の
決
定
の
執
行
が
、
非
公
選
の
機
関
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
。
た
だ
こ
れ
は
、
今
日
の
フ
ラ
ン
ス
で

(
お
)

は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。
地
方
執
行
機
関
も
公
選
さ
れ
て
い
る
(
市
町
村
に
つ
い
て
は
市
町
村
長
(
自
白
-
「
巾
)
、
県
及
び
州
に
つ
い
て
は
、

(
訳
注
一
人
)

そ
れ
ぞ
れ
、
県
会

(gag-
聞
か
忠
E
C
H
)
議
長
、
州
会
(
円
。
ロ
凹
巾
z
z
m
H
O
E
-
)
議
長
で
あ
る
。
)
。

地
方
分
権
が
公
選
の
地
方
議
会
に
よ
る
地
方
公
共
団
体
の
行
政
を
前
提
と
し
て
い
る
以
上
、
行
政
権
が
任
命
さ
れ
た
単
独
機
関
に
託
さ
れ

た
り
、
共
同
体
の
住
民
全
体
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
は
、
憲
法
上
認
め
ら
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
地
方
民
主
制
の
直
裁
的
表
現

で
あ
る
地
方
住
民
投
票
(
吋
広
々

g
E
g
z
s
-
)
は
、
憲
法
に
違
背
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
公
共
団
体
の
諸
機
関
が
地
方
住
民
に
意

(
訓
控
}
九
)

見
を
問
う
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
こ
れ
が
初
め
て
正
式
に
組
織
化
さ
れ
た
の
は
一
九
九
二
年
二
月
六
日
の
法
律
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
同
法
は

(
但
)

一
九
九
五
年
二
月
四
日
の
法
律
で
改
正
さ
れ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
意
見
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
、
住
民
が
有
効
に
決
定
を
す
る
こ

と
は
ま
っ
た
く
あ
り
え
な
い
。

立
法
に
よ
る
補
充

(
第
三
四
条
)
、

お
よ
び
、
「
地
方
公
共

憲
法
は
そ
れ
自
身
、
「
地
方
議
会
の
|
|
選
挙
制
度
ー
ー
に
関
す
る
事
項
」
を
規
定
す
る
こ
と

団
体
の
自
由
な
行
政
、
そ
の
権
限
及
び
そ
の
財
源
|
|
に
関
す
る
基
本
原
則
」
を
定
め
る
こ
と
(
第
三
四
条
)
を
、
法
律
の
任
務
と
し
て

い
る
。
さ
ら
に
、
既
に
見
た
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
「
こ
れ
ら
の
団
体
は
、
公
選
の
地
方
議
会
に
よ
り
、
法
律
の
定
め
る
条
件
に
従
っ
て
、

自
由
に
行
政
を
行
う
」
(
第
七
二
条
)
。
し
か
し
、
憲
法
自
体
に
実
体
的
規
範
(
「
忠
岡
町
丘
町
営
呈
)
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
地
方
分
権
の
諸
原
則
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
法
律
の
占
め
る
地
位
が
重
要
に
な
る
。
だ
が
、
地
方
公
共
団
体
の
自
由

な
行
政
と
い
う
憲
法
上
の
原
則
の
名
に
お
い
て
法
律
が
無
制
約
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
憲
法
制
定
権
者
は
こ
の
原
則
の
内
容
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
な
く
、
憲
法
院
の
判
例
に
そ
の
意
味
の
明
確
化
を
委
ね
て
い
る
。

北法48(6・140)1446



地
方
分
権
の
歴
史
上
、
法
律
の
占
め
る
地
位
が
基
本
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
様
々
な
地
方
公
共
団
体
の
地
位
に
関
し
て
相

次
い
で
定
め
ら
れ
た
諸
規
定
の
法
源
が
法
律
で
あ
っ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
、
現
在
で
も
そ
れ
は
法
律
で
あ
る
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
十
分
で
あ

(
訳
注
二

O
)

ろ
う
。
市
町
村
の
地
方
分
権
の
起
源
は
、
市
町
村
会

(g口出
2-
凹
ヨ
ロ
ロ
】
己
℃
田
口
同
)
の
選
挙
を
制
度
化
し
た
一
八
三
二
年
三
一
月
一
一
一
日
の
法
律

に
始
ま
り
、
次
い
で
、
今
日
ま
で
市
町
村
制
度
の
指
針
を
与
え
て
き
た
一
八
八
四
年
四
月
五
日
の
重
要
な
市
町
村
組
織
法
律
(
}
O
F

戸
畑
出
注
二
ニ

ヨ
ロ
自
己
宮
芯
)
に
引
き
継
が
れ
る
。
若
干
時
期
は
異
な
る
が
県
に
つ
い
て
、
最
近
で
は
州
に
つ
い
て
、
同
様
の
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

地
方
分
権
再
燃
の
大
き
な
う
ね
り
は
、
市
町
村
、
県
及
び
州
の
権
利
と
自
由
に
関
す
る
一
九
八
二
年
=
一
月
二
日
の
法
律
に
端
を
発
す
る
。

以
来
、
七

O
以
上
の
法
律
が
地
方
公
共
団
体
の
制
度
の
あ
ら
ゆ
る
局
面
に
介
在
し
、
諸
々
の
規
範
を
改
正
し
て
い
る

度
、
議
員
の
地
位
、
地
方
公
務
員
制
度
、
財
産
制
度
そ
し
て
公
役
務
1
1
1
0
)

一
九
九
六
年
二
月
一
一
一
日
の
法
律
が
、

(
地
方
議
会
の
選
挙
制

フ
ラ
ン
ス
で
初
め
て
地
方
公
共
団
体
及
び
そ
の
連
合
体
に
適
用
さ
れ
る
法
律
の

(
お
)

条
文
全
て
を
集
め
た
地
方
公
共
団
体
一
般
法
典

(
Z
E号
兎
ロ
今
回
二
冊
印

g--2音
5
1
2
ユS
コ田

-2)
を
承
認
し
た
。

憲
法
は
、
地
方
分
権
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
つ
き
、
立
法
者
に
白
紙
委
任
状
を
交
付
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
法
律
は
「
地

方
公
共
団
体
の
自
由
な
行
政
」
の
諸
条
件
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
憲
法
は
は
っ
き
り
と
確
認
し
て
い
る
。

憲
法
院
は
、
政
府
の
命
令
(
行
政
立
法
)
権
限
が
占
め
る
地
位
を
き
わ
め
て
限
定
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
立
法
者
の
権
限
を
非
常
に

よ
り
最
近
で
は
、

フランスの地方分権

広
く
解
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
「
地
方
議
会
の
選
挙
制
度
」
に
つ
い
て
憲
法
院
は
、
法
律
の
み
が
な
し
得
る
こ
と
に
、
選
挙
権
の
付
与
や

被
選
挙
資
格
、
投
票
方
法
、
議
席
の
配
分
に
関
す
る
規
範
だ
け
で
は
な
く
、
「
選
挙
に
対
し
て
時
と
し
て
起
こ
さ
れ
う
る
訴
訟
の
提
起
ゃ
、

(
幻
)

そ
の
よ
う
な
訴
訟
に
対
し
て
下
さ
れ
る
裁
判
所
の
判
決
の
効
力
に
つ
い
て
の
規
範
」
の
制
定
も
含
ま
れ
る
こ
と
を
、
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

北法48(6・141)1447 

い
ず
れ
に
し
て
も
、
立
法
者
が
自
由
な
行
政
に
諸
々
の
制
限
を
も
た
ら
す
に
あ
た
り
、
行
き
過
ぎ
は
許
さ
れ
な
い
。
憲
法
院
は
、

国
会
議
員
か
ら
の
提
訴
に
基
づ
き
、
立
法
者
が
定
め
た
あ
る
規
範
を
越
権
と
判
断
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
法
律
が
憲
法
に
違
反
す
る
こ
と
を
宣

し
か
し
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言
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
同
法
律
の
審
署
を
妨
げ
る
。
こ
う
し
て
、
地
方
公
共
団
体
は
、
地
方
公
務
員
の
職
の
創
設
や
廃
止
、
職
や
官
等

(
等
級
)
(
間
吋
白
色
町
)
へ
の
任
命
、
身
分
上
の
地
位
(
宮

2
5
5
∞
g
t
g
E
)、
勤
務
評
定
(
口
。

E
5ロ
)
、
昇
給
(
白
〈
出
口
円
巾
呂
町
三
円
台

Z
Zロ)

(
お
)

や
昇
格
(
胃
o
u
S
E
c
g
骨
肉
『
包
巾
)
に
つ
い
て
、
自
由
に
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

立
法
者
の
越
権
に
対
す
る
統
制
と
制
裁
に
関
す
る
い
く
ら
か
近
時
の
例
と
し
て
、
贈
収
賄
の
予
防
や
経
済
活
動
、
公
の
手
続
の
透
明
性
に

(
鈎
)

関
す
る
一
九
九
三
年
一
月
二
九
日
の
法
律
に
関
す
る
憲
法
院
の
判
決
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
特
に
、
公
役
務
の
管
理
を
民
間
組
織
に
委
託
す
る

た
め
に
地
方
公
共
団
体
が
締
結
す
る
諸
々
の
契
約
に
つ
い
て
、
契
約
期
間
を
制
約
し
て
い
る
点
が
問
題
に
な
っ
た
。
そ
の
う
え
、
期
間
の
延

長
は
二
つ
の
限
定
さ
れ
た
場
合
に
の
み
可
能
と
さ
れ
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
は
、
契
約
で
は
当
初
予
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
民
間
の
管
理
者
に

よ
る
追
加
投
資
の
場
合
に
限
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
場
合
、
最
初
に
合
意
さ
れ
た
期
間
を
当
初
の
予
定
の
一
一
一
分
の
一
に
当
た
る
期
間
以
上
に
ま

で
延
ば
す
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
憲
法
院
は
こ
の
制
限
を
認
め
な
か
っ
た
。
「
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
つ
い
て
、
影
響
を
受
け
う
る
諸
々

の
状
況
の
多
様
性
や
複
雑
さ
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
当
初
定
め
ら
れ
た
期
間
の
三
分
の
一
以
上
に
期
聞
が
延
長
さ
れ
な
い
と
命
ず
る
立
法

(
初
)

者
は
、
適
切
な
理
由
な
く
、
地
方
公
共
団
体
の
自
由
な
行
政
を
侵
害
す
る
可
能
性
の
あ
る
越
権
的
制
限
を
課
し
て
い
る
。
」
。

憲
法
に
よ
る
自
由
の
制
限

地
方
分
権
、
そ
し
て
地
方
公
共
団
体
の
自
由
な
行
政
は
、
我
が
国
の
国
家
組
織
や
上
位
の
価
値
基
準
に
起
因
す
る
、
よ
り
ず
っ
と
重
要
な

諸
々
の
原
則
に
抵
触
し
な
い
範
囲
で
の
み
行
使
さ
れ
う
る
。
そ
の
よ
う
な
例
と
し
て
、
国
の
尊
重
(
一
)
や
平
等
原
則
(
二
)
に
起
因
す
る

原
則
が
あ
る
。

B 

国
の
尊
重

北法48(6・142)1448 



フランスの地方分権

既
に
見
た
よ
う
に
、
地
方
分
権
は
フ
ラ
ン
ス
の
行
政
組
織
を
編
成
す
る
方
法
の
一
形
態
で
あ
っ
て
、
憲
法
レ
ベ
ル
で
の
組
織
編
成
形
態
で

は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
国
の
優
位
性
と
い
う
文
脈
の
中
に
地
方
公
共
団
体
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
憲
法
院
と

し
て
は
、
地
方
分
権
が
「
立
法
者
の
権
限
に
つ
い
て
の
憲
法
上
の
原
則
」
や
「
共
和
国
の
不
可
分
性
」
、
「
領
土
の
一
体
性
」
、
「
公
権
力
の
組

(

刷

出

)

織
」
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
以
上
の
こ
と
は
、
国
の
尊
重
に
関
す
る
三
つ
の
帰
結
に
表
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
国

の
統
一
性
の
尊
重
、
国
の
優
位
性
の
尊
重
、
そ
し
て
、
国
家
機
構
の
尊
重
で
あ
る
。

わ
が
国
は
統
一
国
家
で
あ
り
、
連
邦
国
家
で
は
な
い
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
国
の
統
一
性
の
尊
重
は
自
明
の
理
で
あ
る
。
た
し
か
に
地
方

分
権
も
地
方
公
共
団
体
に
名
称
や
地
域
、
住
民
を
承
認
し
、
こ
の
点
で
は
固
と
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
類
似
は
そ
こ
ま
で
で
あ
る
。

地
方
公
共
団
体
は
固
有
の
憲
法
を
持
た
ず
、
立
法
権
も
、
自
己
の
名
で
判
断
を
下
す
裁
判
所
も
な
い
。
地
方
公
共
団
体
に
あ
る
の
は
行
政

組
織
だ
け
で
あ
る
。
憲
法
院
は
地
方
選
挙
を
「
政
治
的
選
挙
(
日
巳
守
恒
常
吉

5
5
5
)
」
と
し
た
が
、
実
際
、
憲
法
院
に
と
っ
て
重
要
だ
っ

(
犯
)

た
の
は
、
こ
の
選
挙
を
職
業
組
合
に
お
け
る
選
挙
(
色

2
5ロ
匂

5
F
Z
E
z
-
-
2
)
か
ら
区
別
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
地
方
選
挙
に

つ
い
て
の
訴
訟
は
、
憲
法
院
で
は
な
く
行
政
裁
判
所
の
管
轄
に
に
属
す
る
。

憲
法
第
二
条
は
、
「
フ
ラ
ン
ス
は
不
可
分
一
体
の
共
和
国
で
あ
る
」
と
宣
言
す
る
。
実
際
に
は
、
こ
の
定
式
は
統
合
の
思
想
(
か
つ
て
の

諸
憲
法
の
条
文
で
は
明
示
的
に
触
れ
ら
れ
て
い
た
。
)
を
内
包
し
、
連
邦
制
を
禁
ず
る
。
さ
ら
に
憲
法
は
、
「
領
土
の
一
体
性
」
も
宣
言
し
て

(
お
)

お
り
(
第
五
条
)
、
こ
の
こ
と
は
分
離
の
禁
止
を
意
味
す
る
。

(
訳
注
二
二
)

(
円
か
岡
田
。
ロ
出
口
回
同
巾
)

運
動
発
展
と
の
聞
に
摩
擦
を
生
じ
た
。
州
制
度
が
創
設
さ
れ
た
時
点
で
、
州
は
、
国
家
の
統
一
性
を
危
う
く
き
せ
な
い
た
め
に
公
施
設
法
人

の
地
位
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
州
が
国
家
権
力
と
対
峠
す
る
重
要
な
交
渉
相
手
で

の
出
現
を
求
め
て
い
る

北法48(6・143)1449 

以
上
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
諸
々
の
制
約
は
、

レ
ジ
オ
ナ
リ
ス
ト

(リ
l
ジ
ヨ
ナ
リ
ス
ト
、
州
重
視
主
義
者
)

(
開
口
吋
O匂
巾

仏

巾

凹

宮

田

広

)

よ
り
も
む
し
ろ
州
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

(
開
口
『
O
℃

巾

母

出

「

品

開

-oロ
叩
)

あ
り
、
国
家
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ



シンポジウム

(

M

)

(

訳
注
二
一
三

点
で
あ
る
。

北法48(6・144)1450

コ
ル
シ
カ
州
に
つ
い
て
の
法
律
の
可
決
は
、
憲
法
院
が
コ
ル
シ
カ
人
民
と
い
う
観
念
を
否
定
し
て
分
割
の
意
思
に

(
お
)

反
対
す
る
事
態
を
招
来
し
て
し
ま
っ
た
。

も
っ
と
も
、

(
お
)

地
方
分
権
は
、
国
の
優
位
性
も
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
憲
法
は
国
の
代
表
者
に
、
県
と
海
外
領
土
に
お
け
る
「
全
国
的
な
利
益
や

行
政
の
監
督
、
お
よ
び
法
律
の
尊
重
に
関
す
る
任
務
」
を
付
与
し
た
(
第
七
二
条
)
。

(
訳
注
二
四
)

県
知
事
(
買
え
巳
)
が
こ
の
任
務
に
関
わ
る
職
員
で
あ
る
。
彼
に
は
、
地
方
公
共
団
体
の
諸
決
定
を
監
督
す
る
と
い
う
重
要
な
権
限
が
認

め
ら
れ
て
い
る
(
こ
の
点
は
、
本
報
告
の
最
後
に
再
び
見
る
こ
と
に
な
る
。
)
。
さ
ら
に
、
県
知
事
に
は
法
律
の
尊
重
を
監
視
す
る
任
務
が
与

え
ら
れ
て
い
る
が
(
例
え
ば
、
公
の
秩
序
の
維
持
に
関
す
る
行
政
警
察
に
関
し
て
)
、
地
方
公
共
団
体
の
機
関
が
機
能
し
な
け
れ
ば
、
県
知

事
に
代
行
権
を
与
え
る
方
向
に
、
立
法
者
が
シ
フ
ト
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
諸
々
の
国
際
条
約
の
適
用
が
関
係
し
て
く
る
全
国
的
な
利
益
の

擁
護
に
つ
い
て
、
憲
法
院
の
判
断
は
ま
だ
な
い
。

国
家
機
関
の
尊
重
が
地
方
公
共
団
体
の
自
由
を
制
約
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
憲
法
で
国
家
機
関
に
認
め
ら
れ
た
権
限
が
地
方
公
共

団
体
に
付
与
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
こ
の
よ
う
な
制
限
に
つ
い
て
長
い
説
明
は
必
要
な
い
。
国
会
に
属
す
る
権
限
を
地
方
公
共
団
体

の
機
関
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
誰
も
が
十
分
に
理
解
で
き
る
。
国
会
は
、
憲
法
三
四
条
が
適
用
さ
れ
る
い
く
つ
か
の
原
則
を
定

め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
の
こ
と
は
地
方
代
表
議
会
の
権
限
で
は
な
い
。
同
じ
く
、
地
方
公
共
団
体
は
国
際
協
定
を
締

結
す
る
た
め
の
交
渉
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
は
、
国
家
元
首
だ
け
の
権
限
で
あ
る
。
最
後
に
、
地
方
公
共
団
体
は
、
司
法
裁
判
所

{
訳
注
二
五
)

や
行
政
裁
判
所
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
も
ま
た
許
さ
れ
な
い
。
司
法
の
独
立
と
い
う
憲
法
上
の
原
則
が
こ
の
こ
と
を
妨
げ
る
。

平
等
原
則

平
等
原
則
は
、
最
も
重
要
な
憲
法
上
の
原
則
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
原
則
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
帰
結
は
、
あ
ら
ゆ
る
法
分
野
に
お
い
て
数



多
く
見
ら
れ
る
。
地
方
分
権
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
聞
い
を
生
ぜ
し
め
る
。

第
-
は
古
典
的
な
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
同
-
範
轄
の
あ
ら
ゆ
る
地
方
公
共
団
体
が
同
じ
地
位
に
服
す
る
こ
と
を
平
等
原
則
は
前
提
と

し
て
い
る
の
か
?

同
一
範
醇
に
属
す
る
地
方
公
共
団
体
全
て
に
つ
い
て
制
度
を
統
一
す
る
と
い
う
の
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
伝
統
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
長
い
間
、

(
訳
注
二
六
)

市
町
村
の
地
位
は
、
そ
の
地
域
的
広
さ
や
人
口
に
関
わ
り
な
く
、
全
て
の
フ
ラ
ン
ス
市
町
村
に
つ
い
て
同
一
で
あ
っ
た
。
人
口
が
四

O
人
の

市
町
村
と
一

O
O万
人
の
も
の
と
で
、
適
用
さ
れ
る
規
範
は
異
な
ら
な
い
。
た
だ
し
今
日
で
は
、
パ
リ
、
リ
ヨ
ン
そ
し
て
マ
ル
セ
イ
ユ
と
い

う
フ
ラ
ン
ス
の
三
大
都
市
に
特
別
の
地
位
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
運
営
に
関
す
る
よ
り
拘
束
的
な
規
範
が
、
人
口
三
五

O
O人
以

(
訳
注
二
七
」

上
の
市
町
村
に
つ
い
て
制
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
以
上
の
こ
と
は
、
地
位
の
統
一
性
の
原
則
を
真
の
意
味
で
問
い
直
す
も
の
で
は
な
い
。

地
位
の
統
一
性
が
伝
統
で
あ
る
と
し
て
も
、
か
と
い
っ
て
そ
れ
は
憲
法
的
価
値
を
有
す
る
ド
グ
マ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
憲
法
院
は
、

あ
る
範
障
に
属
す
る
地
方
公
共
団
体
が
一
つ
し
か
な
い
も
の
を
、
既
存
の
範
障
に
属
し
て
は
い
る
が
法
律
で
特
別
の
地
位
を
認
め
ら
れ
て
い

(
幻
)

る
地
方
公
共
団
体
と
同
視
す
る
。
す
な
わ
ち
、
州
と
し
て
の
コ
ル
シ
カ
に
は
独
自
の
地
位
が
認
め
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

よ
り
最
近
に
な
っ
て
生
ま
れ
た
。
つ
ま
り
、
公
役
務
の
管
理
に
つ
い
て
地
方
公
共
団
体
自
身
が
様
々
な
規
範
を
定
め
る

第
二
の
聞
い
は
、

フランスの地方分権

こ
と
を
平
等
原
則
は
妨
げ
る
の
か
?

地
方
分
権
の
大
き
な
欠
点
と
し
て
、
と
り
わ
け
、
地
方
税
の
額
が
地
方
公
共
団
体
ご
と
に
大
き
く
異
な
る
も
の
に
な
る
こ
と
が
知
ら
れ
て

い
る
。
ま
た
、
各
市
町
村
は
時
折
、
各
自
の
地
域
内
に
企
業
を
設
立
さ
せ
よ
う
と
し
て
、
そ
れ
ら
に
財
政
免
除
を
承
認
す
る
な
ど
激
し
い
競

争
に
没
頭
す
る
。
同
じ
く
、
都
市
交
通
料
金
や
市
町
村
営
プ

l
ル
の
入
場
料
金
が
各
市
町
村
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況

は
、
平
等
原
則
の
視
点
か
ら
は
完
全
に
理
解
で
き
、
承
認
さ
れ
る
。
利
用
者
は
同
じ
状
況
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
平
等
原
則

は
、
役
務
と
の
関
係
で
同
じ
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
利
用
者
に
だ
け
及
ぶ
。

北法48(6・145)1451 



シンポジウム

し
か
し
な
が
ら
憲
法
院
は
、
平
等
原
則
の
名
で
立
法
者
に
諸
々
の
重
要
な
制
限
を
課
し
て
き
た
。
「
地
方
公
共
団
体
の
自
由
な
行
政
の
原

則
は
、
基
本
的
自
由
権
(
-
H

ぴ
可
思
宮
さ
宮
市
)
の
行
使
を
組
織
化
す
る
法
律
の
重
要
な
適
用
条
件
が
、
地
方
公
共
団
体
の
決
定
次
第
と
な
っ

(
お
)

た
り
、
国
土
全
体
で
一
様
で
は
な
く
な
る
よ
う
な
事
態
を
招
く
こ
と
を
許
さ
な
い
」
。
こ
う
し
て
、
法
律
は
、
国
と
民
間
教
育
施
設
法
人
と

の
提
携
契
約
締
結
を
市
町
村
の
同
意
に
か
か
ら
し
め
る
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
。

(
ぬ
)

最
近
に
な
っ
て
憲
法
院
は
、
「
地
方
分
権
の
諸
効
果
と
平
等
原
則
の
調
和
と
い
う
、
困
難
且
つ
重
要
な
問
題
に
初
め
て
直
面
」
す
る
。
問

(
訳
註
二
八
〉

題
と
な
っ
た
法
律
は
、
要
介
護
特
別
給
付
金
(
胃
巾
己
主

5
吾郎

2
2
5
号
胃

E
S
2
)
を
制
度
化
し
、
こ
の
手
当
支
給
の
役
務
と
管
理
を

県
に
委
ね
て
い
た
。
異
議
を
申
し
立
て
た
下
院
議
員
ら
は
、
県
に
こ
の
よ
う
な
権
限
を
付
与
す
る
と
、
各
県
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
規
範
を
適

用
し
、
処
遇
の
多
様
性
が
生
ま
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
観
点
か
ら
平
等
原
則
違
背
を
主
張
し
、
憲
法
院
に
提
訴
し
た
。
憲
法
院
は
、
立
法
者
に

よ
っ
て
こ
の
手
当
が
全
国
統
一
的
に
規
律
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
し
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
地
方
公
共
団
体
の
自

由
な
行
政
の
原
則
の
内
容
を
無
に
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
立
法
者
が
完
全
に
県
の
自
由
に
委
ね
る
こ
と
も
、
憲
法
の
宣
言
す

る
平
等
原
則
を
無
に
す
る
に
至
る
と
し
て
、
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
判
決
で
憲
法
院
は
、
当
該
法
律
が
県
の
決
定
に
枠
を
は
め
る
多
く

の
手
続
的
お
よ
び
実
体
的
規
定
を
含
ん
で
い
る
こ
と
を
詳
細
に
指
摘
し
、
下
院
議
員
ら
の
訴
え
を
退
け
た
。
こ
う
し
て
憲
法
院
は
、
地
方
分

権
の
諸
原
則
と
平
等
原
則
と
の
問
に
巧
妙
な
調
和
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
地
方
分
権
の
諸
原
則
は
、
は
っ
き
り
し
な
い
形
で
帰
結
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
地
方
公
共
団
体
の
自
由
な
行
政
の
原
則

は
、
憲
法
的
価
値
を
有
す
る
諸
規
範
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
、
か
つ
制
限
さ
れ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
地
方
分
権
の
実
施
に
つ
い
て
検
討
し
て

も
同
様
の
回
答
が
得
ら
れ
る
が
、
こ
ち
ら
は
き
わ
め
て
論
理
的
で
あ
る
。
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地
方
分
権
の
実
施

地
方
分
権
の
通
常
の
運
用
に
つ
い
て
、
地
方
分
権
は
、
法
律
が
委
譲
し
た
諸
権
限
を
管
理
運
営
す
る
た
め
に
地
方
公
共
団
体
が
組
織
化
し

た
全
役
務
の
運
用
す
べ
て
に
相
当
す
る

(A)
。
と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
な
委
譲
は
、
国
の
役
割
を
消
失
さ
せ
る
わ
け
で
は
な
く
、
国
は
存

続
し
続
け
る

(B)
。

A 

権
限
の
委
譲

地
方
分
権
が
特
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
中
央
権
力
が
公
共
団
体
に
諸
々
の
固
有
の
権
限
を
承
認
す
る
こ
と
で
あ
る
。
諸
権
限
が
拡
張
さ

れ
て
地
方
公
共
団
体
に
委
ね
ら
れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
は
、
そ
の
場
合
に
該
当
す
る
(
こ
。
し
か
し
な
が
ら
、
地
方
公
共
団

体
の
数
は
き
わ
め
て
多
く
、
ま
た
そ
れ
ら
は
共
通
の
領
域
で
重
な
り
あ
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
要
因
に
よ
っ
て
、
公
共
団
体
の
諸
権
限
の
実

効
的
な
行
使
の
た
め
、
複
数
の
公
共
団
体
の
協
同
が
不
可
避
と
な
っ
た
( 

一一) 。

フランスの地方分権

権
限
の
拡
張

委
譲
さ
れ
た
権
限
は
、
各
地
方
公
共
団
体
の
レ
ベ
ル
ご
と
に
一
様
で
は
な
い
が
、
権
限
委
譲
と
い
う
概
念
一
般
で
ま
と
め
て
お
く
。

地
方
公
共
団
体
に
認
め
ら
れ
た
諸
権
限
は
、
ど
の
地
方
公
共
団
体
に
つ
い
て
で
あ
れ
、
共
通
の
枠
組
み
に
服
す
。
二
つ
の
考
え
方
が
こ
の

委
譲
を
支
配
す
る
。
一
つ
は
古
い
も
の
で
、
今
一
つ
は
よ
り
最
近
の
も
の
で
あ
る
。

第
一
の
比
較
的
古
い
考
え
方
は
、
地
方
公
共
団
体
が
公
法
上
の
法
人
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
各
公
共
団
体
に
お
い
て
は
、

憲
法
に
適
合
す
る
よ
う
に
、
公
選
の
地
方
議
会
が
行
政
を
行
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
執
行
機
関
も
諸
々
の
法
文
で
制
度
化
さ
れ
て

い
る
。
両
者
の
場
合
と
も
、
地
方
公
共
団
体
の
指
導
機
関
は
、
自
分
た
ち
が
任
務
と
し
て
代
表
し
て
い
る
法
人
固
有
の
事
務
を
解
決
す
る
こ

北法48(6・147)1453
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と
を
責
任
と
し
て
い
る
。

北法48(6・148)1454

各
公
共
団
体
に
は
、
固
有
の
事
務
に
つ
い
て
権
限
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
地
方
公
共
団
体
一
般
法
典
(
円
。

-n
吋

)

(ω) 

二
三
二
|
二
九
条
は
、
「
市
町
村
会
は
、
市
町
村
の
諸
事
務
を
議
決
に
よ
っ
て
解
決
す
る
」
と
定
め
る
。
こ
の
定
式
は
容
易
に
理
解
で
き

る
も
の
だ
が
、
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
市
町
村
、
県
あ
る
い
は
州
の
権
限
に
本
来
的
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
事
務
が
存
在
し
な
い
限
り
、
き
わ

め
て
漠
然
と
し
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
実
際
に
は
、
あ
る
範
轄
の
公
共
団
体
の
権
限
に
属
す
る
事
務
と
は
、
立
法
者
が
は
っ
き
り
と
公

共
団
体
に
委
ね
よ
う
と
望
ん
だ
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
の
権
限
は
当
然
の
も
の
で
も
既
定
の
も
の
で
も
な
い
。
つ
ま
り
、

の
法
律

時
々
に
よ
っ
て
変
化
し
う
る
も
の
で
あ
る
。

逆
に
、
各
公
共
団
体
の
諸
機
関
に
つ
い
て
一
様
な
の
は
、
各
機
関
が
、
自
ら
責
任
を
持
つ
法
人
の
管
理
運
営
と
い
う
、
各
自
の
役
割
か
ら

論
理
的
に
導
出
さ
れ
る
諸
権
限
を
有
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
例
え
ば
、
議
会
(
市
町
村
に
つ
い
て
は
市
町
村
会
、
県
に
つ
い
て
は

県
会
、
州
に
つ
い
て
は
州
会
。
)
は
、
以
下
の
よ
う
な
事
務
に
つ
い
て
権
限
を
有
す
る
。
す
な
わ
ち
、
予
算
作
成
、
職
の
創
設
、
契
約
の
締

結
(
工
事
や
納
入
)
、
訴
訟
提
起
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
執
行
機
関
も
、
様
々
な
点
で
同
質
の
役
割
を
果
た
す
。
す
な
わ
ち
、
議
決
機
関

の
諸
決
定
の
準
備
及
び
執
行
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
さ
ら
に
、
議
会
が
管
理
運
営
の
継
続
性
を
確
保
す
る
た
め
、
自
ら
の
権
限
の
一
部
を
執
行

機
関
に
委
任
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
最
後
に
、
執
行
機
関
は
固
有
の
権
限
、
つ
ま
り
、
議
会
に
報
告
す
る
義
務
の
な
い
権
限
を
有
す

る
。
そ
れ
は
、
各
公
共
団
体
の
人
事
管
理
で
あ
り
、
こ
の
点
は
全
公
共
団
体
に
つ
い
て
同
様
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
執
行
機
関
は
、
各
公
共
団

体
の
全
職
員
の
階
層
上
の
上
司
(
印
毛
今
月
号

E
m
E
R
E宮
乙
で
あ
っ
て
、
職
員
の
任
命
、
指
揮
監
督
、
配
属
の
決
定
を
行
い
、
さ
ら
に
職

(
訳
出
二
九
)

員
の
キ
ャ
リ
ア

(g『
コ
宵
巾
)
進
行
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
措
置
を
決
定
す
る
(
勤
務
評
定
、
昇
進
、
懲
戒
処
分
、
免
職
|
|
)
。
市
町
村

(
位
)

で
は
、
市
町
村
長
は
さ
ら
に
強
力
な
権
限
を
有
す
る
。
そ
れ
は
彼
に
付
与
さ
れ
て
い
る
行
政
警
察
上
の
権
限
で
あ
る
。
同
時
に
彼
は
、
公
の

秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
行
動
す
る
義
務
も
あ
る
(
正
し
い
秩
序

2
0口
。
三
円
巾
)
、
公
衆
衛
生
(
∞
巳
与
コ
広
吉

E
宮
町
)
、
治
安
(
回
市

2
『
忘



宮
σ
-
5
z巾
)
そ
し
て
公
の
安
寧
(
円

B
E
E
-
-
5
宮
Z
5
5
)
)
。

よ
り
最
近
の
第
二
の
考
え
方
は
、

望
ま
れ
た
。
具
体
的
に
は
、

フランスの地方分権

一
九
八
二
年
の
地
方
分
権
に
由
来
す
る
。
権
限
委
譲
は
、
新
し
い
諸
原
則
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
が

(
沢
佳
一

-O)

一
九
八
三
一
年
一
月
七
日
の
法
律
が
基
本
的
な
原
則
を
い
く
つ
か
定
め
て
い
る
。

(
必
)

そ
の
第
一
は
、
「
可
能
な
限
り
に
お
い
て
」
、
公
共
団
体
の
範
腐
の
一
へ
の
権
限
委
譲
は
一
括
し
て
な
さ
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ

う
し
て
あ
る
法
律
は
、
教
育
の
分
野
で
、
地
方
公
共
団
体
の
類
型
ご
と
に
各
レ
ベ
ル
の
教
育
施
設
の
権
限
を
付
与
し
た
。
す
な
わ
ち
、
小
学

校
は
市
町
村
に
、
中
学
校
は
県
に
、
高
校
は
州
に
、
そ
し
て
国
は
大
学
に
つ
い
て
の
権
限
を
獲
得
し
た
。
実
際
に
は
、
こ
の
枠
組
み
が
完
全

に
維
持
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
地
方
公
共
団
体
は
、
徐
々
に
大
学
の
支
出
を
分
担
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

第
二
の
原
則
は
、
分
権
化
さ
れ
た
法
人
平
等
の
原
則
に
立
脚
す
る
。
こ
の
原
則
は
、
地
方
公
共
団
体
一
般
法
典
の
法
律
第
一
一
一
一

l
三

条
で
は
っ
き
り
と
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
「
市
町
村
、
県
及
び
州
の
聞
の
権
限
分
配
は
、
こ
れ
ら
の
公
共
団
体
の
一
が
他
の
公
共
団
体
の
一

(
訳
桂
三
一
)

に
対
し
て
、
そ
の
形
式
の
知
何
を
問
わ
ず
、
後
見
監
督

(
Z
E
Z
)
を
制
度
化
し
、
又
は
、
行
使
す
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
」
。
現
実
に
は
、
寸
下
位
の
」
地
方
公
共
団
体
が
「
上
位
の
」
地
方
公
共
団
体
に
補
助
金
を
請
求
す
る
こ
と
が
頻
繁
に
必
要
と
な
る
以

上
、
こ
の
原
則
を
道
守
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
こ
の
よ
う
に
、
市
町
村
が
施
設
整
備
(
道
路
や
消
防
署
の
建
設
)
や
事
業
(
例
え
ば
興
行
)

の
た
め
の
資
金
調
達
の
目
的
で
、
県
ま
た
は
(
及
び
)
州
に
補
助
金
を
要
求
す
る
こ
と
は
、
通
常
の
こ
と
で
あ
る
。(必
)

最
後
に
、
固
か
ら
地
方
公
共
団
体
へ
の
権
限
委
譲
の
全
て
は
、
必
要
な
財
源
の
委
譲
を
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
財
産
に
つ
い
て
は
、

(
H
H
)
 

所
有
権
が
委
譲
さ
れ
な
い
ま
で
も
、
少
な
く
と
も
利
用
に
は
供
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
旨
の
規
定
は
、
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
激

し
い
批
判
を
生
ん
だ
。
地
方
公
共
団
体
は
、
国
が
相
応
の
手
段
を
認
め
る
こ
と
な
く
多
数
の
責
任
を
地
方
公
共
団
体
に
お
し
つ
け
て
お
り
、

北法48(6・149)1455

そ
の
結
果
、
地
方
税
が
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
と
非
難
す
る
。

地
方
公
共
団
体
へ
の
権
限
委
譲
は
、
多
数
か
っ
き
わ
め
て
多
岐
に
わ
た
る
。
こ
の
よ
う
な
委
譲
は
、

一
九
八
三
年
一
月
七
日
の
法
律
で
開
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(
訳
注
三
一
二
)

始
さ
れ
、
次
に
そ
の
後
の
諸
法
律
で
拡
大
、
か
っ
明
確
に
さ
れ
た
。

市
町
村
に
委
譲
さ
れ
た
新
し
い
権
限
は
、
概
ね
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

北法48(6・150)1456

(
必
)
{
訳
注
一
-
ニ
エ
)

つ
ま
り
、
都
市
計
画
(
ロ
『

Z
E凶
呂
巾
)
、
住
宅
政
策
の
決
定
、

通
学
交
通
(
可
吉
田

U
R
2
2
0
E
E
M
)
、
初
等
教
育
及
び
学
校
食
堂
と
協
力
し
て
行
う
初
等
前
教
育
(
巾

5
2宮巾
g
g仲
買
E
E
S
E
2
2町内

(必
)

(

U

)

戸市田

E
Eロ
巾
印
)
、
保
健
社
会
福
祉
活
動
(
白
色

S
E
E
S
-
2
2
8
n
E巾
)
、
公
衆
衛
生
(
写
間
5
5
2
Z口
広
吉

E
S
C巾
)
、
レ
ジ
ャ
ー
用
の
港

湾

2
2
Z
含
立
包
回
国
口
市
内
)
、
そ
し
て
、
州
と
の
協
同
に
よ
る
経
済
発
展
支
援
さ
え
も
。
さ
ら
に
市
町
村
は
、
地
方
の
要
請
を
充
足
す
る
と

い
う
名
目
で
、
諸
々
の
公
役
務
を
創
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
プ
1
ル
、
キ
ャ
ン
プ
場
、
駐
車
場
|
|
)
。

県
は
、
権
限
委
譲
が
飛
び
抜
け
て
最
も
多
い
受
益
者
で
あ
っ
た
。
県
は
、
農
業
施
設
へ
の
援
助
、
高
度
自
然
地
域
(
巾
印

U
R
Z
E
E
2
2

2
5
5
r的
)
の
保
護
、
教
育
(
中
学
校
及
び
通
学
交
通
)
、
非
都
市
道
路
交
通
(
守
山
岳
R
2
2
5巾
2

8ロロ「
σ
曲
目
ロ
印
)
、
保
健
社
会
福
祉
活

動
(
こ
の
分
野
に
関
す
る
普
通
法
上
の
権
限
)
、
文
化
(
図
書
館
)
お
よ
び
古
文
書
、
漁
港
、
商
業
、
さ
ら
に
は
企
業
へ
の
援
助
(
法
律
で

厳
し
く
規
制
さ
れ
た
条
件
内
で
)
。

最
後
に
州
は
、
獲
得
さ
れ
た
固
有
の
権
限
が
最
も
少
な
か
っ
た
公
共
団
体
で
あ
る
。
州
に
委
譲
さ
れ
た
権
限
は
、
概
ね
、
計
画
化
(
州
計

画
)
、
地
域
開
発

Z
E
E同
2
2
二
三
m
E
5
2
)
(投
資
)
、
経
済
介
入
(
経
済
発
展
支
援
、
固
か
ら
の
給
付
金
の
割
当
て

E
E
g
g虫

色
町
胃

5
2
q回
国
同
)
。
)
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
州
は
、
職
業
訓
練

5
3白
E
ロ
)
(
高
校
、
職
業
訓
練
(
ゲ
ヨ
色
。
ロ
胃
O
P
E
-
o
ロ
ロ
止
な
)

{
嗣
桂
三
四
)

や
観
光
に
つ
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。

及
び
実
地
研
修
(
品
目
)
「

g
t曲目白岡市))

協
同
の
必
要
性

フ
ラ
ン
ス
の
地
方
分
権
は
細
分
化
の
方
向
で
実
施
さ
れ
て
き
た
。
事
実
、
州
は
二
五
存
在
し
、
県
は
一

0
0、
市
町
村
は
約
三
万
七
六

O

O
あ
る
。
市
町
村
の
う
ち
、
三
万
は
人
口
二
千
人
以
下
で
、
四
千
は
人
口
一

O
O人
以
下
で
あ
る
の
に
対
し
、
人
口
が
一

O
万
人
を
越
え
る



(
訳
在
三
五
)

の
は
四

O
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
構
成
は
、
地
方
政
治
達
成
に
必
要
な
手
段
の
保
持
に
は
あ
ま
り
に
小
さ
い
地
方
公
共
団
体
が
存
在
す

る
と
い
う
結
論
に
、
フ
ラ
ン
ス
風
の
地
方
分
権
が
帰
着
す
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
よ
う
な
地
方
公
共
団
体
は

協
同
す
る
よ
う
し
向
け
ら
れ
る
。
協
同
に
は
垂
直
的
な
も
の
と
水
平
的
な
も
の
の
二
つ
の
や
り
方
が
あ
る
。

垂
直
的
協
同
と
は
、
地
方
公
共
団
体
が
他
の
レ
ベ
ル
の
地
方
公
共
団
体
と
協
同
す
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
市
町
村
は
、
県
や
州
、
固

と
の
協
調
を
探
る
。
こ
の
点
に
、
欧
州
共
同
体
の
決
定
機
関
か
ら
の
要
請
も
付
け
加
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
日
で
は
、
市
町
村
が

担
う
計
画
で
は
あ
る
が
、
そ
の
資
金
調
達
に
は
他
の
複
数
の
上
位
団
体
が
参
加
し
て
い
る
と
い
う
も
の
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
(
バ
イ
パ
ス

道
路
(
去
三

2
5
5
2
E
q
g
)
や
観
光
地
開
発

S
Z
E四
2
2
5
号

2
2
5
5
2
5
5印))。

地
方
公
共
団
体
間
の
協
同
は
、
契
約
に
基
づ
く
行
為
に
つ
な
が
る
。
こ
れ
は
非
常
に
重
要
で
、
な
か
で
も
、
計
画
契
約

(g口
々
包
含
立
山
口
)

が
最
も
明
白
な
意
思
表
明
で
あ
る
。
地
方
公
共
団
体
は
混
合
組
合
(
弓
呈
片
山
門

E
H
Z
)
を
創
設
し
て
協
同
を
制
度
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
必
)

こ
れ
は
、
内
容
が
は
っ
き
り
し
た
あ
る
活
動
を
達
成
す
る
た
め
に
、
地
方
公
共
団
体
を
一
つ
に
ま
と
め
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
と
は
い
え
、

垂
直
的
協
同
か
ら
は
、
協
同
を
要
請
さ
れ
た
国
家
や
地
方
公
共
団
体
が
あ
る
地
方
公
共
団
体
を
政
治
的
思
惑
か
ら
優
遇
す
る
と
い
っ
た
、
差

別
的
行
為
が
生
じ
か
ね
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
の
種
の
協
同
は
、
公
共
団
体
の
範
障
の
一
へ
の
権
限
委
譲
の
一
括
性
と
い
う
観
念
を
部
分
的
に

か
っ
、
立
法
者
の
意
図
に
反
し
て
、
あ
る
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
他
の
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
後
見
監
督
の
一
種
を
再
現
さ
せ

損
な
い
、

フランスの地方分権

る
お
そ
れ
が
あ
る
。

水
平
的
協
同
は
、
囲
内
で
の
み
な
ら
ず
、
国
際
的
な
レ
ベ
ル
の
も
の
も
予
定
さ
れ
て
い
る
。

北法48(6・151)1457 

一
九
世
紀
以
来
、
法
律
が
市
町
村
や
県
に
協
同
を
認
め
て
い
る
。
本
来
、
水
平
的
協
同
は
、
州
聞
や
県
間
で
も
の
を
含

め
て
、
同
レ
ベ
ル
に
属
す
る
あ
ら
ゆ
る
地
方
公
共
団
体
の
聞
で
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
日
、
大
規
模
に
実
施
さ
れ
て
い
る
の
は
市
町
村

聞
の
も
の
だ
け
で
あ
る
。
法
律
は
、
協
同
の
方
法
に
つ
い
て
、
公
施
設
法
人
で
あ
る
点
で
共
通
性
を
有
す
る
多
数
の
組
織
構
成
方
式
か
ら
選

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
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(

柏

町

)

択
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
公
施
設
法
人
は
、
市
町
村
が
委
譲
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
諸
権
限
を
行
使
す
る
。
い
く
つ
か
の
も
の
は
、

真
の
意
味
で
の
課
税
権

2
2
5守
口
虫
色
さ
え
保
有
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
市
町
村
の
多
く
は
、
こ
の
よ
う
な
協
同
公
施
設
法
人
富
山
σ
宏
児

Z
E

同U52円門同巾円
0
0
1
『
即
位
。
ロ
)
に
所
属
し
て
い
る
。

囲
内
と
い
う
枠
組
み
は
、
次
第
に
、
協
同
の
実
施
を
窮
屈
す
ぎ
る
も
の
に
し
て
き
た
。
地
方
公
共
団
体
が
外
国
の
地
方
公
共
団
体
と
関
係

を
結
ぶ
こ
と
が
、
徐
々
に
頻
繁
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
姉
妹
都
市
提
携

CEB包
括
2
号
ユ
庁
印
)
と
い
う
枠
組
み
で
行
わ
れ

て
き
た
。
し
か
し
、
国
境
付
近
の
都
市
の
間
で
は
、
経
済
的
な
事
情
か
ら
(
国
境
を
越
え
る
労
働
者
(
可
雪
印
-
Z
2『
之
さ
ロ
豆
雪
印
)
|
|
)
、

協
同
の
形
を
取
る
も
の
も
多
数
見
ら
れ
る
。
今
日
こ
の
よ
う
な
協
同
は
、
「
分
権
協
同

R
o
o
-円
色
。
ロ
忌
2
E
E
-
-田
宮
)
」
と
い
う
興
味
深
い

名
称
で
、
法
律
が
制
度
化
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
地
方
公
共
団
体
及
び
そ
れ
ら
の
連
合
体

(mgE胃
B
g
z
p
g
-
Z
E三
丹
市
凶
門
巾
『
『
号
コ
白
戸
市
山
)

は
、
そ
れ
ら
の
権
限
の
範
囲
内
で
、
及
び
、
フ
ラ
ン
ス
の
国
際
条
約
を
尊
重
し
て
、
外
国
の
地
方
公
共
団
体
及
び
そ
の
連
合
体
と
協
約

(円。ロ〈巾口氏。ロ
ω)

を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

(
C
G
C
T法
律
一
一
一
一
一
ー
一
条
第
一
項
)
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
他
の
国
家
と
の
協

(
印
)

が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

{
疋
(
国
内
円
。
「
色
)

こ
の
よ
う
な
国
際
協
同
の
顕
著
な
発
展
に
鑑
み
、
複
数
の
国
際
条
約
が
、
地
方
公
共
団
体
間
協
定
の
枠
組
み
を
定
め
る
も
の
と
し
て
締
結

(
日
)

さ
れ
て
き
た
。

国
の
役
割
の
維
持

地
方
分
権
は
国
の
影
響
力
が
落
ち
る
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
も
っ
ぱ
ら
権
限
の
再
分
配
で
あ
る
。

国
は
今
で
も
次
の
二
点
に
お
い
て
影
響
力
を
有
す
る
。
国
は
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
統
制
を
行
い
(
一
)
、
地
方
分
権
化
を
支
援
す
る
士
乙
。

B 
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地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
統
制

憲
法
は
、
全
国
的
な
利
益
や
法
律
の
尊
重
、
さ
ら
に
は
、
国
家
の
統
一
性
と
い
う
形
で
、
国
の
代
表
が
威
信
を
保
つ
こ
と
を
要
求
す
る
。

す
な
わ
ち
、
「
県
及
び
海
外
領
土
に
お
い
て
、
政
府
の
代
表
は
、
全
国
的
な
利
益
、
行
政
の
監
督
、
及
び
法
律
の
尊
重
に
関
す
る
任
務
を
負
う
」

(
第
七
二
条
第
三
項
)
。

か
つ
て
、
こ
の
よ
う
な
統
制
に
は
、
後
見
監
督
と
い
う
、
や
や
見
下
し
た
意
味
合
い
を
持
つ
名
称
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
。
今
日
で
は
、

「
行
政
上
の
統
制
」
や
「
財
政
上
の
統
制
」
と
呼
ば
れ
、
行
政
裁
判
所
や
財
政
裁
判
所
の
協
力
を
得
て
、
県
知
事
が
行
使
す
る
。

行
政
上
の
統
制
は
、
各
県
に
お
い
て
県
知
事
が
行
使
す
る
の
だ
が
、
一
九
八
二
年
に
根
本
的
に
変
革
さ
れ
、
県
知
事
は
地
方
決
定
の
承
認

(ロ)

取
消
権
を
喪
失
し
た
。
今
日
、
県
知
事
は
、
地
方
の
諸
活
動
を
認
可
す
る
権
限
を
持
た
な
い
。
彼
に
は
そ
れ
ら
を
承
認
す
る
権
限
も
な
い
。

(
訳
注
二
一
六
〉

こ
の
点
に
お
い
て
、
議
会
の
議
決
や
ア
レ
テ
(
恒
三
2b)
と
い
っ
た
地
方
公
共
団
体
の
決
定
は
、
当
然
に
効
力
を
有
す
る
。
た
だ
し
、
制

度
化
さ
れ
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
や
や
複
雑
で
あ
る
。

フランスの地方分権

地
方
公
共
団
体
の
決
定
は
当
然
に
効
力
を
有
す
る
、
つ
ま
り
、
必
要
な
公
示
手
段
を
済
ま
せ
た
時
か
ら
効
力
を
有
す
る
と
し
て
も
、
い
く

(
詞
桂
一
三
七
)

っ
か
の
も
の
は
、
県
地
方
長
官

5
2宵
宮

g
g
E
号
百
一
Z
円
)
へ
の
送
付
後
に
初
め
て
法
的
効
力
を
生
じ
る
。
何
度
か
修
正
さ
れ
た
法

律
は
、
こ
の
よ
う
な
送
付
を
必
要
と
す
る
行
為
を
列
挙
す
る
。
例
え
ば
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
地
方
公
共
団
体
の
議
決
機
関
に
よ

る
議
決
、
地
方
執
行
機
関
の
命
令
ア
レ
テ
、
地
方
職
員
に
関
す
る
主
要
な
個
別
決
定
(
任
用
、
昇
進
、
重
大
な
制
裁
)
。
市
町
村
に
つ
い
て
は
、

警
察
ア
レ
テ

(
-
B
R
Z広
田
号
宮
}
克
己
、
土
地
利
用
許
可
(
一

2
2
8
2巴
o
E
S
R
C宮
こ

2
0戸
)
(
建
築
確
認
|
|
)
。
同
様
に
、
一
定

の
契
約
行
為
が
効
力
を
有
す
る
た
め
に
は
、
事
前
に
県
知
事
に
送
付
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
公
役
務
委
託
契
約
ゃ
、
公
契
約

(
自
民
円
宮
古
宮

Z
5
)、
公
債

(g胃
5
5
)
。

県
知
事
は
、
自
分
に
送
付
さ
れ
て
き
た
地
方
の
行
為
を
違
法
と
評
価
し
て
も
、
そ
れ
を
取
り
消
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
当
該
行
為
の
権
限

北法48(6・153)1459
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者
に
対
し
、
そ
れ
を
修
正
し
て
よ
り
適
正
な
も
の
に
す
る
よ
う
求
め
る
だ
け
で
あ
る
。
も
し
修
正
さ
れ
な
け
れ
ば
、
県
知
事
は
当
該
行
為
の

取
消
を
求
め
て
、
地
方
行
政
裁
判
所

(
E
σ
E包
包
B
5
5
q笠
間
)
に
提
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
行

政
裁
判
官
へ
の
提
訴
権
が
、
県
知
事
に
送
付
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
行
為
の
み
な
ら
ず
、
地
方
公
共
団
体
が
な
す
そ
の
他
の
行
為
全
て
に

北法48(6・154)1460 

及
ぶ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

県
知
事
に
よ
る
提
訴
は
、
原
則
と
し
て
、
執
行
停
止
効
を
持
た
な
い
。
た
だ
し
、
県
知
事
は
裁
判
官
に
対
し
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
行
為

の
効
果
を
一
時
的
に
執
行
停
止
す
る
こ
と
を
求
め
う
る
。
そ
の
際
に
県
知
事
は
、
裁
判
官
に
、
決
め
手
と
な
る
法
的
論
拠
を
示
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
他
方
、
都
市
計
画
や
公
契
約
、
公
役
務
委
託
の
分
野
で
は
、
一
九
九
五
年
二
月
四
日
の
法
律
が
、
こ
の
手
続
に
一
ヶ
月
間
の
自

動
的
執
行
停
止
効
を
与
え
て
い
る
。

い
く
つ
か
の
数
字
が
、
統
制
行
使
の
効
果
を
測
定
さ
せ
る
。
つ
ま
り
、
送
付
さ
れ
た
約
五
五

O
万
件
の
行
為
の
う
ち
、
県
知
事
が
行
政
裁

判
所
に
提
訴
し
た
の
は
二

0
0
0件
で
あ
る

(
0
・
0
三
六
%
)
。
と
の
数
字
は
き
わ
め
て
低
い
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
地
方
機
関
が
、

(
沢
校
三
八
)

県
知
事
の
見
解
に
従
っ
て
、
地
方
行
為
を
頻
繁
に
修
正
し
て
い
る
現
実
を
過
小
評
価
し
て
は
な
ら
な
い
(
年
間
約
一
四
万
件
。
)
。

(
日
)

町
村
の
場
合
は
、
行
政
警
察
に
関
し
て
県
知
事
が
持
つ
代
行
権
(
宮
己
〈

0
5
号

2
5
5
E
5ロ
)
に
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
財
政
上
の
統
制
は
、
県
知
事
が
そ
の
任
に
当
た
る
点
で
は
行
政
上
の
統
制
に
類
似
す
る
が
、
独
立
裁
判
機
構
で

(
弘
)

あ
る
州
会
計
検
査
院

(
n
g
g可
巾
印
「
静
岡

5
5
z
ι
2
2
2
M
g凹
)
が
介
入
す
る
。
た
だ
し
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
な
さ
れ
る
財
政
上
の

(
日
)

統
制
に
お
い
て
、
州
会
計
検
査
院
は
、
裁
判
所
と
し
て
で
は
な
く
、
独
立
行
政
機
関
と
し
て
介
入
す
る
。
同
院
は
、

一
九
九
二
年
二
月
六
日

の
法
律
以
来
、
事
前
に
(
日
宝

3)
介
入
す
る
権
限
を
持
つ
。
つ
ま
り
、
県
知
事
は
、
「
公
契
約
あ
る
い
は
公
役
務
の
委
託
に
関
す
る
協
約
」

に
つ
き
同
院
に
申
し
立
て
、
同
院
の
意
見
が
当
該
地
方
公
共
団
体
に
送
付
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
最
も
重
要
で
あ
る
の
は
、
事
後
的
な

(
白

hvqsss
財
政
上
の
統
制
で
あ
る
。
(
一
九
九
二
年
及
び
一
九
九
三



年
と
)
数
度
に
わ
た
り
改
正
さ
れ
た
一
九
八
二
年
の
法
律
は
、
国
に
よ
る
財
政
上
の
統
制
に
つ
き
、
三
種
類
の
介
入
を
区
別
す
る
。

ま
ず
、
同
法
律
は
、
財
政
上
の
統
制
を
な
し
う
る
三
つ
の
状
況
を
あ
げ
る
。
予
算
採
択
が
遅
れ
た
場
合
(
三
月
三
一
日
ま
で
に
可
決
さ
れ

な
い
場
合
)
、
可
決
さ
れ
た
予
算
に
実
際
的
な
均
衡
性
が
欠
け
て
い
る
場
合
、
そ
し
て
、
予
算
執
行
に
お
け
る
歳
出
超
過
官
民

E
C
が
確

認
さ
れ
た
場
合
で
あ
る
。
最
初
の
場
合
に
県
知
事
が
で
き
る
こ
と
は
、
州
会
計
検
査
院
に
申
し
立
て
る
こ
と
の
み
で
、
解
決
策
を
提
示
す
る

(
日
)

の
は
州
会
計
検
査
院
で
あ
る
。
同
院
が
提
案
し
た
諸
々
の
措
置
を
地
方
公
共
団
体
が
採
用
し
な
い
場
合
、
県
知
事
が
決
定
す
る
。
こ
の
場
合
、

県
知
事
は
、
州
会
計
検
査
院
の
意
見
に
従
う
こ
と
も
、
自
分
自
身
で
修
正
し
た
措
置
を
決
定
す
る
こ
と
も
(
こ
の
場
合
に
は
、
同
決
定
に
理

由
を
付
す
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
。
)
、
ど
ち
ら
も
で
き
る
。

(
幻
)

第
二
の
も
の
は
、
地
方
公
共
団
体
の
予
算
に
、
義
務
的
経
費
の
支
払
に
必
要
な
予
算
額
が
計
上
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、

県
知
事
が
州
会
計
検
査
院
に
申
し
立
て
、
同
院
は
、
経
費
の
義
務
性
と
必
要
予
算
額
の
欠
如
を
確
認
し
た
後
、
当
該
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、

(
日
)

予
算
に
計
上
す
べ
き
こ
と
を
催
告
す
る
。
こ
れ
に
従
わ
な
か
っ
た
場
合
、
同
院
は
県
知
事
に
計
上
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。

最
後
の
場
合
は
、
地
方
公
共
団
体
の
支
払
命
令
権
者
(
市
町
村
長
、
県
会
あ
る
い
は
州
会
議
長
。
)
が
負
債
支
払
に
(
あ
る
い
は
、
裁
判

判
決
の
結
果
生
じ
た
債
権
の
徴
収
に
)
必
要
な
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
州
会
計
検
査
院
は
関
与
し
な
い
。
県
知

事
e

が
支
払
命
令
権
者
に
催
告
し
、
後
者
が
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
、
県
知
事
が
彼
に
代
行
す
る
。

フランスの地方分権

国
に
よ
る
地
方
分
権
の
支
援

国
は
、
様
々
な
形
で
地
方
分
権
を
支
援
す
る
。
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
国
は
、
地
方
公
共
団
体
と
契
約
を
締
結
す
る
。
こ
の
よ
う
な
契
約

か
と
い
っ
て
別
レ
ベ
ル
の
地
方
公
共
団
体
の
規
模
に
も
一
致
し
な
い
事
務
領

北法48(6・155)1461 

が
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
市
町
村
よ
り
は
広
い
が
、

域
が
増
加
し
た
た
め
、
「
地
域
(
習
志
)
」

の
発
展
が
求
め
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
(
実
際
に
は
、
市
町
村
間
協
同
公
施
設
法
人

(
5
2与



シンポジウム

と
い
う
組
織
構
成
が
利
用
さ
れ
て
い
る
。
)
。
国
の
関
与
は
、
と
く
に
、
そ
の
国
有

の
諸
役
務
を
分
散
化
す
る
諸
措
置
に
よ
っ
て
、
及
び
、
自
己
の
財
政
収
入
を
配
分
す
る
と
い
う
よ
う
な
財
政
的
援
助
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。

事
務
分
散
は
、
地
方
分
権
化
の
コ
ロ
ラ
リ
ー
で
、
地
方
分
権
が
成
功
す
る
条
件
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
さ
え
あ
る
。
国
は
行
政
と
そ
の
利
用

者
の
距
離
を
縮
め
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
地
方
公
共
団
体
の
権
限
に
つ
い
て
だ
け
で
は
な
く
、
国
自
身
の
諸
役
務
を
、
そ
の
利
用

北法48(6・156)1462

-F回目巾自巾三日】ロ
ZF円門同巾円。。
u
b
「
白
門
戸
。
口
百
円
巾
「
円
。
呂
田
口
口
弘
司
)

者
と
地
方
公
共
団
体
の
双
方
に
近
付
け
る
こ
と
で
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
は
事
務
分
散
と
い
う
き
わ
め
て
重
要
な
動
き
を
経
験
し
、

数
年
来
、

そ
れ
は
最
近
に
な
っ
て
加
速
し
て
い
る
。
共
和
国
の
地
方

行
政
に
関
す
る
一
九
九
二
年
二
月
六
日
の
法
律
は
、
次
の
よ
う
な
重
要
な
新
原
則
を
定
め
た
。
つ
ま
り
、
中
央
省
庁
が
権
限
を
有
す
る
の
は
、

全
国
的
な
任
務
と
、
法
律
が
地
方
段
階
に
執
行
を
委
ね
て
い
な
い
任
務
に
限
定
さ
れ
る
。
事
務
分
散
憲
章
(
円

F
R
R
号
一
回
忌
円
O
R
g可
在
。
ロ
)

(
臼
)

で
あ
る
一
九
九
二
年
七
月
一
日
の
デ
ク
レ
は
、
国
の
一
般
行
政
に
つ
い
て
、
中
央
省
庁
の
事
務
権
限
を
分
散
機
関
に
委
譲
す
る
方
法
、
お
よ
(ω) 

び
、
分
散
機
関
の
組
織
構
成
原
則
を
定
め
る
。
同
時
に
、
一
九
九
八
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
さ
れ
る
一
九
九
七
年
一
月
一
五
日
の
デ
ク
レ
は
、

国
の
一
般
行
政
の
権
限
適
用
範
囲
に
含
ま
れ
る
よ
う
な
個
別
的
行
政
決
定
の
事
務
分
散
に
つ
い
て
、
新
た
な
諸
規
範
を
定
め
た
。
す
な
わ
ち
、

(
引
)

一
部
例
外
を
除
き
、
こ
の
よ
う
な
決
定
は
県
知
事
e

が
行
う
。

最
後
に
、

一
九
九
七
年
五
月
九
日
の
デ
ク
レ
は
、

一
九
九
二
年
七
月
一
日
の
デ
ク
レ
を
詳
細
に
す
る
。
前
者
の
デ
ク
レ
は
、
既
存
の
原
則

を
い
く
つ
か
繰
り
返
し
た
上
で
、
中
央
集
権
機
関
(
的
巾
吋
〈
お
2
2
E『
印
口
同
)
に
託
さ
れ
た
任
務
以
外
の
も
の
、
と
り
わ
け
、
国
と
地
方
公
共

団
体
の
関
係
に
関
す
る
任
務
が
、
分
散
機
関
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
点
が
明
確
に
さ
れ
た
こ
と
は
、
地
方
分
権
化
に

も
か
か
わ
ら
ず
(
あ
る
い
は
、
地
方
分
権
化
が
原
因
で
?
)
、
一
体
ど
れ
だ
け
の
地
方
公
共
団
体
が
国
の
専
門
的
機
関
(
印
巾
『
三
円
g
z
n
F
S
5
5印)

を
常
時
必
要
と
し
て
い
る
か
を
考
え
れ
ば
、
興
味
深
い
。
た
と
え
ば
、
施
設
整
備
(
例
え
ば
道
路
工
事
や
都
市
計
画
)
や
農
業
(
特
に
農
村

地
帯
に
お
い
て
。
)
、
建
築
(
都
市
計
画
)
、
保
健
及
び
社
会
福
祉
事
務
(
社
会
援
助

S
E
:
0
2巳
巾
)
|
|
)
、
産
業
、
租
税
(
財
産
)
|
|
。



地
方
分
権
化
の
支
援
に
は
財
政
的
な
側
面
が
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
点
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
す
べ
て
、
地
方
公
共
団

体
へ
の
新
た
な
任
務
委
譲
と
の
均
衡
を
保
つ
と
い
う
原
則
の
枠
内
で
な
さ
れ
、
旧
来
の
地
方
税
制
を
補
完
す
る
。

国
は
、
怪
務
委
譲
と
均
衡
を
保
つ
た
め
、
二
疋
の
税
源
を
地
方
公
共
団
体
(
市
町
村
を
除
く
。
)
に
委
譲
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
州
に

(
位
)

は
二
種
の
税
源
を
委
譲
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
自
動
車
登
録
証
に
対
す
る
税
ヤ
建
築
確
認
に
つ
い
て
の
税
。
県
に
は
三
種
類
の
税
源
が
委
譲
さ

れ
た
。
つ
ま
り
、
自
動
車
に
対
す
る
税
(
納
税
済
証
紙
(
三
宮
内
芹
巾
)
)
や
登
録
料

(
Z
母
2
q
2
2恒
三
『

2
2門
)
、
土
地
公
示
(
宮
σ
ξ
志

向
。
ロ
円
号
巾
)
に
つ
い
て
の
県
税
。

地
方
公
共
団
体
は
、
国
か
ら
の
多
数
の
補
助
金
を
受
け
る
。
た
だ
し
、
補
助
金
の
包
括
二
万
化
に
よ
り
、
そ
の
数
は
減
少
し
て
い
る
。
今

日
で
は
、
重
要
な
補
助
金
が
三
つ
挙
げ
ら
れ
る
。
経
常
総
合
交
付
金

2
2住
吉
岡
Zσ
白

r
q
2
5℃
2
2円
)
、
施
設
整
備
総
合
交
付
金
(
公

共
事
業
総
合
交
付
金
)
戸

2
5
2
巴
oσ
号

忠

告

宮

g
g
c
、
地
方
分
権
化
総
合
交
付
金
(
号

E
5口問
-S白
広
島
町
岳

2
E
E
5
5ロ
)
、
で

あ
る
。
こ
の
最
後
の
も
の
は
、
各
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
、
権
限
委
譲
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
任
務
で
あ
る
が
財
源
委
譲
で
カ
バ
ー
で
き

な
い
も
の
に
つ
き
、
全
面
的
に
均
衡
を
保
た
せ
よ
う
と
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
市
町
村
が
財
源
委
譲
の
恩
恵
に
浴
さ
な
か
っ
た
こ
と
に

鑑
み
れ
ば
、
地
方
分
権
化
総
合
交
付
金
は
、
市
町
村
に
と
っ
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。

フランスの地方分権

* 

* 

* 一
九
八
二
年
以
来
、
行
政
組
織
改
革
と
い
う
壮
大
な
作
業
に
身
を
投
じ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
国
は
、
数
世
紀
を
か
け
て
構
築
さ
れ
て
き
た
も
の
を
基
盤
と
し
て
地
方
分
権
の
動
き
を
促
進
す
る
こ
と
を
決
定
し
た

が

、

そ

れ

は

、

行

政

客

体

(

私

人

)

よ

り

身

近

な

行

政

を

求

め

る

行

政

客

体

か

ら

の

強

い

こ
の
報
告
の
最
後
に
明
ら
か
に
す
べ
き
こ
と
は
、

フ
ラ
ン
ス
が
、

(
邑
口
呂
田
印
片
足
∞
)
が
発
言
を
許
さ
れ
る
よ
う
な
、

北法48(6・157)1463
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要
求
に
応
え
る
た
め
で
あ
る
。
以
上
と
と
も
に
実
施
さ
れ
た
の
は
、
地
方
の
自
由
と
権
限
の
増
大
、
お
よ
び
、
地
方
公
共
団
体
へ
の
財
政
委

譲
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
地
方
納
税
者
に
と
っ
て
の
恐
る
べ
き
コ
ス
ト
も
ま
た
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

九
}i、

二
年
以
来
、
地
方
税
は
激
し
く
増
大
し
、

い
く
つ
か
の
都
市
で
は
ほ
ぼ
飽
和
点
に
ま
で
達
し
て
い
る
。
時
々
見
ら
れ
る
財
源
の
濫
用
と
は
別

に
、
管
理
運
営
に
ひ
ど
く
費
用
の
か
か
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
き
た
。

地
方
分
権
の
動
き
は
、
も
っ
ぱ
ら
地
方
公
共
団
体
に
だ
け
関
わ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
、
国
自
身
の
改
革
を
も
意
味
す

(
四
回
)

る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
も
現
在
進
行
中
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
の
事
務
分
散
は
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
が
、
国
の
役
割
に
関
す

る
改
革
が
も
た
ら
し
た
諸
帰
結
が
、
一
九
九
七
年
五
月
の
政
治
論
争
と
フ
ラ
ン
ス
国
民
議
会
選
挙

(
S
2
5
5
広
包
己

5
2印
)
の
核
心
で
あ

っ
た
。(

1
)
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
と
は
、
一
七
八
九
年
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
以
前
の
君
主
制
を
指
す
。

(
2
)
共
和
国
の
地
方
行
政
に
つ
い
て
の
一
九
九
二
年
二
月
六
日
の
法
律
は
、
国
の
一
般
行
政
(
包
呂
町
可
思
D

ロ
三
〈
己
巾
)
が
中
央
省
庁
(
各
省
)
と

分
散
機
関
か
ら
な
る
と
定
め
る
。
国
の
一
般
行
政
は
、
全
国
管
轄
の
諸
機
関
(
印

R
i
n
g
p
g
s
z
z
R
g
E
Eロ
巳
)
も
含
む
(
一
九
九
七
年
五

月
九
日
の
デ
ク
レ
九
七
l
六
回
三
号
及
び
九
七
1

六
四
四
号
)
。

へ
訳
泊
三
九
V

(
3
)

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
囲
内
に
、
最
大
の
も
の
か
ら
最
小
の
も
の
ま
で
、
五
レ
ベ
ル
の
行
政
区
画
が
存
在
す
る
。
州
、
県
、
郡

(
R
E
E
2∞
2
8円)、

(
訳
注
因
。
)

小
郡
(
地
区
)
(
円

g
gロ
)
、
そ
し
て
、
市
町
村
で
あ
る
。

(
4
)
例
は
非
常
に
多
数
に
上
る
。
病
院
、
高
等
学
校
、
中
学
校
、
大
学
、
フ
ラ
ン
ス
電
力
公
社
(
開
0
5
、
郵
便
局
、
フ
ラ
ン
ス
鉄
道
(
河
合

gz

同市「芯

ι巾同
Jgnm)
、
フ
ラ
ン
ス
固
有
鉄
道

(
ω
Z
Q
)
等。

(
5
)
例
え
ば
、
大
学
の
学
長
。

(
6
)
純
粋
に
専
門
的
な
も
の
で
あ
る
た
め
、
こ
の
種
の
分
権
は
人
的
共
同
体
に
合
致
し
な
い
。

(
7
)
封
建
君
主
と
戦
っ
た
国
王
の
役
割
(
地
方
総
監

(
5
S
E
E
Z
)
の
影
響
力
)
や
一
八
世
紀
に
お
け
る
強
大
な
国
家
行
政
組
織
(
土
木
局
(
司

g
z

北法48(6・158)1464
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内庁
(
V
E
E
回
目
常
国
)
や
鉱
山
局
(
わ
C

門
官
号
豆
口
巾
印
)
)
の
誕
生
と
と
も
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
成
立
条
件
に
関
わ
る
伝
統
で
あ
る
。
こ
の
伝
統
は
、
未
だ

に
国
家
中
央
省
庁
で
勢
力
を
ふ
る
う
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
l
の
風
潮
や
地
方
公
共
団
体
の
細
分
化
(
寸
分
割
し
て
統
治
せ
よ
(
全
〈
5
2
宮

R
B宮内『)」

の
原
理
を
適
用
可
能
に
す
る
。
)
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
る
。

(8)
し
か
し
な
が
ら
こ
の
こ
と
は
、
「
フ
ラ
ン
シ
ュ

F
S与
2
)
」
の
資
格
を
与
え
ら
れ
た
い
く
つ
か
の
都
市
に
一
定
の
自
治
権

(ZZ
ユ宏一
c
g
Z
印)

を
付
与
す
る
こ
と
の
承
認
ま
で
は
排
除
し
な
か
っ
た
。
「
フ
ラ
ン
シ
ユ
」
は
、
今
日
の
フ
ラ
ン
ス
の
多
く
の
都
市
に
冠
せ
ら
れ
て
い
る
名
前
で
あ

る
。
「
ヴ
ィ
ル
フ
ラ
ン
シ
ユ
(
〈
ロ
Z
片
言
岳
巾
)
」
と
い
っ
た
よ
う
に
(
古
い
フ
ラ
ン
ス
一
請
で
は
、
「
フ
ラ
ン
(
同
『
自
門
ご
や
「
フ
ラ
ン
シ
ユ
」
は
、

自
由
な
状
態
を
意
味
す
る
。
)
。

(
9
)
県
知
事
と
い
う
中
央
集
権
を
最
も
象
徴
す
る
配
役
を
創
設
し
た
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
・
ボ
ナ
バ
ル
ト
が
足
跡
を
残
し
た
時
代
で
あ
る
。

(
叩
)
一
八
コ
二
年
に
市
町
村
会
選
挙
が
、
一
八
三
一
三
年
に
県
会
選
挙
が
そ
れ
ぞ
れ
制
度
化
さ
れ
た
。

(
日
)
特
に
、
地
方
公
共
団
体
に
関
す
る
こ
つ
の
重
要
法
律
(
一
八
七
一
年
に
市
町
村
に
つ
い
て
、
一
八
八
四
年
に
県
に
つ
い
て
。
)
が
可
決
さ
れ
た

政
体
の
初
期
の
頃
。
さ
ら
に
、
市
町
村
長
選
挙
が
一
八
八
二
年
に
開
始
さ
れ
た
。

(
ロ
)
一
九
四
六
年
一

O
月
二
七
日
の
第
四
共
和
制
憲
法
は
、
そ
れ
自
体
、
地
方
と
い
う
見
地
か
ら
の
分
権
の
意
思
を
内
包
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

地
方
公
共
団
体
は
、
普
通
直
接
選
挙
で
公
選
の
議
会
に
よ
る
行
政
の
対
象
と
な
り
、
議
会
の
決
定
の
執
行
は
公
選
の
執
行
部
に
委
ね
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

(
訳
注
回
二

(
日
)
一
九
七
六
年
に
オ
リ
ヴ
イ
エ
・
ギ
シ
ャ
l
ル
氏
が
作
成
し
た
報
告
書
「

5
〈「

m
g印
巾
自
主
巾
」
を
想
起
さ
れ
た
い
。
そ
の
中
で
、
地
方
分
権
を
推

(
訳
注
四
二
}

進
す
る
た
め
の
提
言
が
数
多
く
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
報
告
書
は
、
地
方
責
任
の
発
展
に
関
す
る
政
府
提
出
法
律
案
の
作
成
に
貢
献
す
る
こ
と

に
な
る
の
だ
が
、
一
九
八
一
年
の
大
統
領
選
挙
で
ジ
ス
カ
ー
ル
H

デ
ス
タ
ン
大
統
領
が
再
選
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
可
決
さ
れ
る
こ
と
が
な
い

ま
ま
に
終
わ
っ
た
。

(
U
)
例
え
ば
、
地
方
に
お
け
る
諸
政
策
の
枠
組
み
を
決
め
る
全
国
規
範
が
増
加
し
て
い
る
都
市
計
画
法
に
お
い
て
(
特
に
、
環
境
保
護
の
名
に
お

い
て
。
)
0

(
日
)
憲
法
七
三
条
は
、
「
海
外
県
の
立
法
制
度
及
び
行
政
組
織
は
、
そ
の
特
別
の
状
況
に
よ
っ
て
必
要
と
さ
れ
る
適
応
措
置
の
対
象
と
な
る
こ
と
が

で
き
る
」
と
定
め
る
。
七
四
条
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
「
共
和
国
の
海
外
領
土
は
、
共
和
国
の
利
益
に
お
け
る
海
外
領
土
固
有
の
利
益
を
考
慮

し
て
、
特
別
の
組
織
を
持
つ
|
|
」
と
定
め
る
。
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シンポジウム

(
日
)
第
三
四
条
「
法
律
は
、
次
の
基
本
原
則
を
定
め
る
l
i
n
o
-
-
巾
旦
芸
品
目
一
0
2
5
の
自
由
な
行
政
|
l
。
」

(
幻
)
第
二
四
条
「
元
老
院

(ω
宮
え
)
は
、
円
三
-
2
2
5
2
巾
5
g
コ
丘
町
印
の
代
表
を
確
保
す
る
」
。
第
七
二
条
「
共
和
国
の
n
o
-
-
m
2
E
5
Z
コ芹
2・

E
g
は
|
|
。
そ
の
他
全
て
の
n
o
-
-
3
Z
5
M
R
「
コ
g
E
一
g
は
|
|
」
。
そ
し
て
、
憲
法
第
一
一
章
の
標
題
は
、
J
o
-
-
2
5
5
2
2
コ
門
ロ
ユ
白
-
g
」

で
あ
る
。

(
刊
日
)
憲
法
第
三
四
条
の
適
用
に
あ
た
り
、
地
方
公
共
団
体
に
帰
属
す
る
公
施
設
法
人
を
地
方
公
共
団
体
と
同
視
す
る
憲
法
院
諸
判
決
以
来
の
考
え

で
あ
る
。

(
日
)
〈
D
日
『
・
]
∞
D
E
品
目
口
my

「
白
E
2
E
2
5
口
市
ロ
丹
『
巾
n
o
-
-
巾
丘
三
回
応
-
o
円
即
日
巾
巾
門
n
D
-
z
n
t
i汁
P
R
「
コ
件
。
ユ
色
町
・
〈
白
コ
巳
5
ロ
印
冊
目
白
口
即
t
D
E
m
O
E
]
ロ
ユ
念
』
己
巾
プ
河
口

同》・HmwmwN-UH叶同・

(
却
)
憲
法
第
三
四
条
「
法
律
は
、
|
|
地
方
公
共
団
体
の
自
由
な
行
政
、
そ
の
権
限
、
及
び
、
そ
の
財
源
に
つ
い
て
の
基
本
原
則
を
定
め
る
」
。
憲

法
第
七
二
条
「
こ
れ
ら
の
団
体
は
公
選
の
地
方
議
会
に
よ
り
|
|
自
由
に
行
政
を
行
う
。
」

(
幻
)
(
リ
ロ
ロ
臼
巾
己
円
。
口
同
Z
2
2
0
ロ
ロ
巾
f
b
b
円
E
S
E
N
印
『
雪
江
R
H
h
x
w
N
-
河
巾
口
-
司
・

2
・

(
詑
)
そ
の
よ
う
な
例
と
し
て
は
、
高
等
弁
務
官
(
E
E
l
s
B
B
E
g
-
『
巾
)
が
地
域
議
会

(P口
開
門
Z
E
叶
巾
「
ユ
5
5
)
の
議
決
を
準
備
し
、
か
っ
、

執
行
の
権
限
も
持
つ
ニ
ュ
l
・
カ
レ
ド
ニ
ア
の
公
共
団
体
の
例
が
あ
る
。
憲
法
院
は
、
こ
の
点
に
関
す
る
規
定
を
支
持
し
て
い
る
お
・
。
-
∞

但

D
D
門
回
。
∞
印
・
河
巾
円
よ
匂
⑦
ω
)
。

(
お
)
市
町
村
長
は
一
八
八
二
年
以
来
公
選
制
で
あ
る
が
、
県
の
執
行
機
関
は
、
一
九
八
二
年
三
月
二
日
の
法
律
か
ら
公
選
制
に
な
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。

そ
れ
以
前
は
、
政
府
が
任
命
す
る
高
級
官
更
で
あ
る
県
知
事
が
県
の
執
行
機
関
で
あ
っ
た
。
州
に
つ
い
て
は
、
同
じ
法
律
が
、
直
接
普
通
選
挙

に
よ
る
議
会
の
公
選
で
地
方
公
共
団
体
へ
の
移
行
を
決
定
づ
け
、
か
っ
、
同
時
に
、
執
行
機
関
も
公
選
に
よ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

(
倒
的
)
地
方
公
共
団
体
一
般
法
典
は
三
つ
の
場
合
の
住
民
投
票
を
定
め
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
は
、
市
町
村
間
協
同
公
施
設
に
関

す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
(
法
律
五
一
一
一
一
一
一

O
条
。
こ
れ
は
開
発
に
つ
い
て
の
意
見
を
問
う
だ
け
の
も
の
で
あ
る
)
。
他
の
二
つ
は
市
町
村
に

関
す
る
も
の
で
(
法
律
一
二
四
二
|
一
条
と
一
二
回
二
二
条
)
、
市
町
村
の
諸
々
の
事
件
を
解
決
す
る
た
め
に
市
町
村
の
諸
機
関
が
な
す
べ
き

決
定
に
つ
き
、
市
町
村
の
選
挙
権
者
に
意
見
を
問
う
こ
と
を
決
定
す
る
権
限
を
市
町
村
会
に
付
与
す
る
(
市
町
村
会
の
一
定
割
合
の
議
員
あ
る

い
は
市
町
村
長
の
発
議
に
基
づ
く
。
)
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
選
挙
権
者
自
身
が
、
市
町
村
会
に
、
市
町
村
機
関
の
決
定
に
属
す
る
開
発
活
動

に
つ
い
て
意
見
を
問
う
こ
と
の
要
求
が
で
き
る
(
選
挙
人
名
簿
に
記
載
さ
れ
い
る
人
の
五
分
の
一
の
署
名
が
必
要
。
)
。
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フランスの地方分権

(
お
)
県
会
選
挙
を
制
度
化
し
た
一
八
一
一
一
一
一
一
年
六
月
一
一
一
一
日
の
法
律
、
及
び
、
一
八
七
一
年
八
月
一

O
日
の
重
要
な
県
組
織
法
律

(
}
O
L
S
R円
S
E
E
m
)。

後
者
の
法
律
は
、
そ
の
重
要
部
分
を
繰
り
返
し
た
地
方
公
共
団
体
一
般
法
典
が
一
九
九
六
年
に
登
場
す
る
ま
で
適
用
さ
れ
て
い
た
。

(
お
)
今
の
と
こ
ろ
こ
の
法
典
に
は
、
命
令
(
行
政
立
法
)
の
条
文
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ら
は
も
う
し
ば
ら
く
後
に
法
典
化
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

現
在
で
も
、
同
法
典
は
一
七

O
O以
上
の
条
文
を
含
む
大
部
の
も
の
で
あ
る
。

(
幻
)
わ
の
品
仏

bnmgσ
「
白
戸
市
W
O
N
-
同

N
2・
官

ωkHa

(お
)
(
V
-
n
-
N
C

芯ロ〈】巾『
H
m
w
∞AH
・一河内
n
-
u
-
ω
∞-

(
却
)
円
い
わ

N

C

E
ロ
丘
四
吋
戸
市
道

ω-MNR-H)・一
F
K
V
E

(
却
)
(
リ

(
γ
N
C
Vロ〈

5
・
5
3・
買
主
丹
市
内
さ
ら
に
、
こ
の
判
決
で
憲
法
院
は
、
重
要
な
領
域
に
お
け
る
地
方
公
共
団
体
の
行
為
の
執
行
を
、
県
知

事
の
要
求
に
基
づ
い
て
三
ヶ
月
間
自
動
的
に
停
止
す
る
こ
と
を
定
め
る
規
定
も
違
憲
と
し
た
。
憲
法
院
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
規
定
は
、
「
憲

法
第
七
二
条
が
定
め
る
地
方
公
共
団
体
の
自
由
な
行
政
の
行
使
か
ら
、
十
分
な
保
障
を
剥
奪
す
る
」
。

(

幻

)

門

U

・
C
-
N
印同市〈三巾「
H
m
v
∞
N-
河
内
?
司

ω
∞

(
招
)
(
u
n
-
H
∞ロ
D

〈刊
B
U
2
H
m
w
∞
N
-

河
内
円
・
・
司
め
。

(
お
)
し
か
し
な
が
ら
、
第
五
三
条
第
三
項
は
領
土
の
割
譲
を
認
め
て
お
り
、
憲
法
院
は
こ
れ
と
領
土
の
分
離
を
同
視
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
発

議
は
政
府
と
国
会
の
み
が
で
き
、
地
方
公
共
団
体
は
で
き
な
い
。

(
担
)
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
に
関
す
る
一
九
九
二
年
二
月
七
日
の
マ

l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
は
、
共
同
体
組
織
に
「
州
委
員
会

(
g
B
5己
町
田
芯

E
C
Z
)
」

の
設
置
を
定
め
て
い
る
。

(
お
)
の
め
-
m
w
g
巳
H
U
m
w
y

匂・印{)・

(
却
)
地
方
公
共
団
体
は
、
と
り
わ
け
軍
や
司
法
の
よ
う
な
、
国
に
留
保
さ
れ
た
領
域
に
介
入
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
同
じ
く
国
際
関
係
の
操

縦
も
国
に
留
保
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
地
方
公
共
団
体
と
外
国
の
地
方
公
共
団
体
と
の
問
で
、
そ
れ
ら
が
国
境
付
近
の
も
の
で

あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
、
直
接
に
関
係
が
発
展
す
る
こ
と
と
の
間
に
摩
擦
を
生
ず
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
法
律
は
、
分
権
協
同
と
い
う
興
味

深
い
名
称
の
下
に
こ
の
可
能
性
を
認
め
た
。

(
村
山
)
し
か
し
な
が
ら
、
特
別
の
選
挙
制
度
を
設
立
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

(お
)

n

n

-

H
∞
』
富
三
日
円
。
∞
印
・
河
内
円
台

ω。
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(
鈎
)
。
・

ω
n
F
「白呂巾
n
F
o
F
印巾『〈同江口口出回
O
E
印
一
白
仏
骨
円
一
色
ロ
ロ
【
E
n
o
ロ田市戸市
O
口凹
Z
Z
Z
D
ロロ巾}弘己
N

斗』白口〈岡市門戸市
V

句
、
円
〉
・
』
E
U
〉
よ
]
早
川
W

斗-
U
H
A山
印
'

(
羽
)
同
じ
定
式
が
、
県
と
州
に
つ
い
て
も
、

C
G
C
T
が
県
会
と
州
会
に
つ
い
て
定
め
た
法
律
一
一
一
一
一
一
一
一
条
と
四
一
一
一
一
一
ー
一
条
で
繰
り
返

さ
れ
て
い
る
。

(
引
)
県
で
は
、
県
会
議
長
に
警
察
権
が
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
県
の
領
域
に
限
定
さ
れ
る
。
州
で
は
、
州
会
議
長
は
警
察
に
つ
い
て
い
か
な
る
権

限
も
持
っ
て
い
な
い
。

(必

)
C
G
C
T法
律
一
一
一
一
!
四
条
第
一
項
「
地
方
公
共
団
体
と
国
の
問
の
権
限
配
分
は
、
可
能
な
限
り
に
お
い
て
、
国
の
管
轄
に
属
す
る
権

限
と
市
町
村
、
県
又
は
州
に
属
す
る
権
限
と
を
区
別
し
て
こ
れ
を
行
い
、
も
っ
て
各
権
限
領
域
及
び
そ
れ
に
対
応
す
る
財
源
を
一
括
し
て

(g

(
ぷ
注
回
二
)

g
g
E
D
)
国
、
州
、
県
又
は
市
町
村
に
配
分
す
る
も
の
と
す
る
。
」

(日

)
C
G
C
T法
律
第
二
ハ
一
四
l
一
条
第
一
項
「
固
と
地
方
公
共
団
体
の
問
で
行
わ
れ
た
権
限
委
譲
の
結
果
生
じ
た
責
任
の
明
ら
か
な
増
加
は

(
ぷ
桧
四
四
v

全
て
、
国
に
よ
る
市
町
村
、
県
及
び
州
に
対
す
る
こ
れ
ら
の
権
限
の
通
常
の
行
使
に
必
要
な
財
源
の
同
時
的
委
譲
が
伴
う
も
の
と
す
る
。
」

(叫

)
C
G
C
T法
律
第
一
一
一
一
一
一
一
条
第
一
項
「
権
限
の
委
譲
は
、
そ
の
権
限
の
行
使
の
た
め
に
利
用
さ
れ
て
い
た
動
産
及
び
不
動
産
を
、
委
譲
の

(
訳
注
目
五
)

臼
か
ら
当
然
に
、
委
譲
を
受
け
た
公
共
団
体
の
利
用
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。
」

(
必
)
特
に
、
都
市
計
闘
の
作
成
、
建
築
確
認
の
交
付
、
都
市
計
画
事
業
(
協
議
整
備
区
域

(ND口市

q
g
E担問内
Z
E
2
5
2芯
)
や
画
地
分
譲

(
訳
法
四
i

ハ}

(
Z
Z
回目巾間同町口同))。

(
剖
)
特
に
、
保
育
園
や
託
児
所
を
管
理
運
営
し
、
老
年
者
へ
の
扶
助
を
提
供
し
、
貧
困
者
救
助
を
配
分
す
る
市
町
村
社
会
援
助
事
務
所
(
わ

2
5

門
口
沼
田
口
口
曲
二

-
R
2
2
8
2丘
町
)
の
活
動
を
通
じ
て
。

(
灯
)
例
え
ば
、
法
定
消
毒
業
務
(
国
巾
『
三
円

g
p
品
窓
口
町
内

2
5ロ
)
、
市
町
村
立
衛
生
研
究
所
(
一
与

D
2
5
5
日

E
E宮
E
d
E
-
E巾
)
、
市
町
村
立
看
護

事
務
所
(
円

2
5印
ヨ

E
E
3
2
号

8
5日)。

(
必
)
例
え
ば
、
地
域
の
経
済
発
展
や
観
光
発
展
の
た
め
の
活
動
。

(
却
)
さ
ら
に
、
市
町
村
は
、
発
展
と
開
発
に
関
す
る
市
町
村
際
憲
章
(
円

E
2
2
E
2
2
B
B口
E
r
号
忌
Z
Z
3
2
2
Z
ニ
.
2
b
E問
2
2円
)
を
締

結
し
、
経
済
的
、
社
会
的
、
そ
し
て
、
文
化
的
発
展
の
妥
協
点
を
明
ら
か
に
し
、
ま
た
、
関
連
す
る
諸
々
の
活
動
計
画
を
決
定
し
、
公
共
設
備

や
公
役
務
の
組
織
運
営
条
件
を
明
確
に
す
る

(
C
G
C
T法
律
五
一
一
二
三
l
一
条
。
)
。

(
叩
)
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
協
同
を
認
め
る
法
律
が
憲
法
に
違
背
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
。

シンポジウム

そ
の
よ
う
な
法
律
は
、

北法48(6・162)1468
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フランスの地方分権

協
定
に
関
す
る
、
国
家
元
首
の
交
渉
署
名
権
を
侵
害
し
な
い
。

(
日
)
例
え
ば
、
地
方
公
共
団
体
や
そ
の
執
行
機
関
の
国
境
を
越
え
た
協
同
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
基
本
協
約
(
わ

g
z
E
D口
E
b
5
2
5宮
gロ叩)。

こ
れ
は
、
一
九
八

O
年
に
マ
ド
リ
l
ド
で
署
名
さ
れ
、
一
九
八
一
年
一
二
月
二
二
日
に
施
行
さ
れ
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
が
批
准
し
て
そ
の
領
土
に

適
用
さ
れ
た
の
は
一
九
八
五
年
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
他
に
も
い
く
つ
か
の
協
定
が
、
連
合
王
国
(
イ
ギ
リ
ス
)
(
一
九
九
四
年
)
や
ス

ペ
イ
ン
(
一
九
九
五
年
)
、
ド
イ
ツ
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
、
ス
イ
ス
(
一
九
九
六
年
)
と
の
問
で
締
結
さ
れ
て
き
た
。

(
臼
)
た
だ
し
、
州
会
は
、
政
府
の
認
可
を
得
な
い
と
、
外
国
の
地
方
公
共
団
体
と
の
国
境
を
越
え
た
協
同
を
組
織
化
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

(
臼
)
県
知
事
に
は
多
く
の
代
行
権
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、
市
町
村
長
が
自
己
の
警
察
権
限
の
行
使
を
怠
っ
て
い
る
場
合
(
市
町
村
長
が

催
告
に
も
応
じ
な
か
っ
た
後
、
県
知
事
が
代
行
権
を
行
使
す
る
。
)
で
、
も
う
一
つ
は
、
警
察
上
の
諸
措
置
が
、
当
該
県
に
属
す
る
複
数
の
市
町

村
に
わ
た
っ
て
必
要
と
さ
れ
る
場
合
で
あ
る

(
C
G
C
T
法
律
第
一
一
一
一
一
五
l
一
条
)

0

(
日
)
こ
の
裁
判
所
は
第
一
審
裁
判
所
で
、
控
訴
審
裁
判
所
は
会
計
検
査
院

(pz「
ι
2
8
g司
Z
乙
で
あ
り
、
そ
し
て
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
(
国
務

院

)
(
P口問
2
-
q回
出
門
)
が
破
致
(
門
担
回
目
住
吉
)
裁
判
所
で
あ
る
。

(
日
)
こ
の
場
合
に
は
、
州
会
計
検
査
院
の
決
定
は
裁
判
判
決
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
決
定
は
行
政
裁
判
所
へ
の
出
訴
の
対
象
と
な
る
。

(
日
)
予
算
可
決
、
実
際
の
均
衡
性
回
復
、
歳
出
超
過
の
解
消
に
つ
い
て
。

(
訂
)
法
律
が
必
要
的
と
定
め
て
い
る
た
め
に
諜
せ
ら
れ
る
経
費
(
例
え
ば
、
公
務
員
の
俸
給
、
消
防
役
務
の
経
費
|
|
。
)
、
あ
る
い
は
、
支
払
期

日
が
到
来
し
て
い
る
負
債
(
契
約
あ
る
い
は
裁
判
判
決
に
よ
っ
て
。
)
。

(
回
)
県
知
事
は
予
算
の
均
衡
性
を
確
保
す
る
た
め
、
歳
入
を
増
や
し
た
り
、
歳
出
を
減
額
し
た
り
す
る
。

(
印
)
こ
の
デ
ク
レ
は
、
一
九
九
七
年
五
月
九
日
の
デ
ク
レ
第
四
六
三
号
で
改
正
の
対
象
と
な
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
。

(
印
)
一
九
九
七
年
三
月
七
日
の
通
達
公

5
z
z
Z
)
で
詳
細
化
さ
れ
て
い
る
。

(
臼
)
以
下
の
点
が
例
外
に
当
た
る
。
こ
れ
か
ら
制
定
が
予
定
さ
れ
て
い
る
デ
ク
レ
で
定
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
地
方
公
務
員
に
関
す
る
決
定
、

そ
し
て
、
既
に
有
効
な
も
の
と
し
て
は
、
他
の
国
家
機
関
の
権
限
に
属
す
る
決
定
(
全
国
的
管
轄
を
有
す
る
部
局
の
長
、
区
域
知
事
(
司
「
丘
四
件
号

N
D
口
問
)
や
州
知
事
(
匂
『
寄
ニ
巾
『
m
m
5
口
)
、
分
散
機
関
の
長
、
司
法
裁
判
所
や
行
政
裁
判
所
の
司
法
官
、
市
町
村
長
。
)
。

(
臼
)
こ
の
税
金
は
、
通
常
「
灰
色
カ
l
ド

(2『
広
岡
江
田
市
)
」
と
呼
ば
れ
、
州
に
と
っ
て
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
同
税
は
そ
れ
だ
け
で
、

州
に
お
け
る
間
接
税
源
の
半
分
以
上
に
、
そ
し
て
、
全
税
源
の
四
分
の
一
以
上
に
相
当
す
る
か
ら
で
あ
る
。

北法48(6・163)1469 
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(
臼
)
国
及
び
公
役
務
の
改
革
準
備
並
び
に
実
施
に
関
す
る
一
九
九
五
年
七
月
二
六
日
の
首
相
通
達

C
・O
・-
N

∞E
M
-
-
m
F
U
-
H
H
N
コ
・
)
、
お
よ
び
、
国

の
改
革
計
画
の
実
施
に
関
す
る
一
九
九
六
年
五
月
一
五
日
の
首
相
通
達
を
参
照
さ
れ
た
い
。
後
者
は
、
許
認
可
の
数
と
行
政
へ
の
事
前
届
出
の

数
を
減
ら
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る

C
・O
・
3
g戸田
y
、
3
N
N
)
。

北法48(6・164)1470 

(
訳
註
)

(
訳
註
ニ
本
論
で
後
述
さ
れ
る
よ
う
に
、
一
九
八
二
年
は
画
期
的
な
地
方
分
権
法
が
成
立
し
た
年
で
あ
る
。
同
法
律
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
磯
部
力

(
訳
)
「
フ
ラ
ン
ス
の
新
地
方
分
権
法
(
上
)
(
下
)
」
白
研
第
五
八
巻
第
五
号
四
O
頁
、
七
号
(
以
上
、
一
九
八
二
年
)
二
三
頁
以
下
参
照
。
ま

た
、
同
法
律
の
一
九
八
一
年
に
提
出
さ
れ
た
法
案
に
つ
い
て
、
磯
部
力
(
訳
)
「
市
町
村
、
県
及
び
州
の
権
利
と
自
由
に
関
す
る
法
律
案
」
自
研

第
五
七
巻
第
一
一
号
(
一
九
八
一
年
)
一
一
一
頁
参
照
。

(
訳
註
二
)
「
地
方
公
共
団
体
」
と
邦
訳
さ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
語
と
し
て
は
、
円
。
一
}
町
内
2
2
広三
D
B
-
a
と門口}}巾門門】〈}門訟な『ユ件。コ色町
M

が
あ
る
。
本
文
で
後

に
触
れ
ら
れ
る
よ
う
に
、
本
報
告
は
両
者
を
特
に
区
別
し
な
い
た
め
、
本
翻
訳
で
は
、
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
「
地
方
公
共
団
体
」
と
訳
す
。

(
訳
註
三
)
「
事
務
分
散
」
は
「
地
方
分
散
」
と
も
訳
さ
れ
る
。
「
本
質
的
に
は
中
央
機
関
が
処
理
す
べ
き
事
務
を
、
地
方
・
地
区
に
お
か
れ
た
中
央
機

関
の
代
表
者
が
、
中
央
機
関
に
代
わ
っ
て
決
定
を
採
る
方
法
」
と
説
明
さ
れ
る
(
山
口
俊
夫
『
概
説
フ
ラ
ン
ス
法
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九

七
八
年
)
一
二
四
頁
。
そ
の
他
、
川
崎
信
文
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
地
方
制
度
改
革
と
知
事
団
(
二
」
広
島
法
学
一
一
巻
三
・
四
号
(
一
九
八

八
年
)
一
八
五
頁
以
下
参
照
。
)
。

(
訳
註
四
)
州
の
歴
史
的
経
緯
と
現
状
に
つ
い
て
は
、
山
口
・
前
掲
書
二
二
八
頁
以
下
、
滝
沢
正
『
フ
ラ
ン
ス
法
』
(
三
省
堂
、
一
九
九
七
年
)
一
五

五
頁
以
下
参
照
。

(
訳
註
五
)
同
じ
く
県
に
つ
い
て
は
、
滝
沢
・
前
掲
書
五
九
頁
、
七
二
頁
及
び
一
五
回
頁
以
下
参
照
。

(
訳
註
六
)
市
町
村
は
わ
が
国
の
市
町
村
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
市
・
町
・
村
の
区
別
は
な
い
(
滝
沢
正
「
フ
ラ
ン
ス
の
地
方
制
度
」
阿
部
照

哉
他
編
『
地
方
自
治
大
系
1
』
(
嵯
峨
野
書
院
、
一
九
八
九
年
)
一
六
回
頁
等
参
照
。
)
。
市
町
村
の
歴
史
的
経
緯
に
つ
い
て
は
、
滝
沢
・
前
掲
書

五
九
頁
及
び
一
五
二
頁
以
下
参
照
。

(
訳
註
七
)
一
九
八
二
年
以
前
の
市
町
村
と
県
に
つ
い
て
、
パ
ト
リ
ス
・
ジ
エ
ラ
l
ル
(
亘
理
格
訳
)
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
分
権
化
」
立
命
館
法
学

第
一
八
三
・
一
八
四
号
(
一
九
八
六
年
)
ニ
二
九
頁
以
下
、
同
(
竹
内
康
江
訳
)
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
分
権
化
」
自
研
第
六
二
巻
第
三
号
(
一



フランスの地方分権

九
八
六
年
)
二
七
頁
参
照
。

(
訳
註
八
)
フ
ラ
ン
ス
第
五
共
和
国
憲
法
の
邦
訳
に
つ
い
て
は
、
樋
口
陽
一

H

吉
田
善
明
『
解
説
世
界
憲
法
集
』
(
三
省
堂
、
一
九
八
八
年
)
一
一
一
九

頁
以
下
、
及
び
、
新
倉
俊
一
他
編
『
事
典
現
代
の
フ
ラ
ン
ス
(
増
補
版
)
』
(
大
修
館
書
応
、
一
九
九
七
年
)
二

O
五
頁
以
下
(
稲
本
洋
之
助
訳
)

を
参
照
し
た
。

(
訳
註
九
)
公
施
設
法
人
に
つ
い
て
は
、
神
谷
昭
『
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
の
研
究
』
(
有
斐
閣
、
一
九
六
五
年
)
二
八
二
貝
以
下
、
山
口
・
前
掲
書
二
三

七
頁
以
下
、

J
・
リ
ヴ
エ
ロ
著
兼
子
仁
H

磯
部
力
H

小
早
川
光
郎
編
訳
『
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
二
年
)
一
七
頁
及

び
四
九
頁
、
滝
沢
・
前
掲
書
一
五
六
頁
等
参
照
。

(
訳
註
一

O
)
役
務
分
権
に
つ
い
て
は
、
ジ
エ
ラ
l
ル
・
前
掲

(
E
理
訳
)
二
三
一
七
頁
参
照
。

(
訳
註
一
一
)
フ
ラ
ン
ス
地
方
自
治
制
度
史
の
概
略
に
つ
い
て
、
滝
沢
・
前
掲
(
訳
註
六
)
一
一
一
一
九
頁
以
下
参
照
。

(
訳
註
二
一
)
ミ
ッ
テ
ラ
ン
政
権
下
に
お
け
る
、
一
九
八
二
年
及
び
一
九
八
三
年
の
地
方
分
権
改
革
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
磯
部
・
前
掲
訳
、
乗
本
せ

つ
子
「
フ
ラ
ン
ス
の
地
方
制
度
改
革
と
元
老
院
」
法
時
第
五
七
巻
第
七
号
(
一
九
八
五
年
)
九
六
頁
、
伊
藤
洋
一
「
フ
ラ
ン
ス
の
地
方
制
度
改

革
と
『
市
町
村
社
会
主
義
』
」
法
時
第
五
七
巻
第
八
号
(
一
九
八
五
年
)
九
O
頁
、
稲
本
洋
之
助
「
フ
ラ
ン
ス
の
地
方
制
度
改
革
と
都
市
計
画
権

限
L

法
時
第
五
七
巻
第
九
号
(
一
九
人
五
年
)
入
六
頁
、
滝
沢
・
前
掲
書
一
七
九
頁
以
下
、
大
山
礼
子
「
フ
ラ
ン
ス
の
地
方
制
度
改
革

l
l
分

権
化
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

i
1
1」
公
法
研
究
第
五
六
号
(
一
九
九
四
年
)
九
一
頁
以
下
等
参
照
。

(
訳
註
二
二
)
小
早
川
光
郎
「
フ
ラ
ン
ス
地
方
制
度
改
革
と
そ
の
背
且
尽
」
自
研
第
五
七
巻
第
一
一
号
(
一
九
八
一
年
)
五
頁
参
照
。

(
訳
註
一
回
)
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
島
の
西
北
、
ア
フ
リ
カ
大
陸
と
の
聞
に
位
置
す
る
コ
モ
ロ
諸
島
の
一
部
。
一
九
四
六
年
よ
り
フ
ラ
ン
ス
領
。

(
訳
註
一
五
)
一
九
八
二
年
の
法
律
以
前
の
州
に
つ
い
て
は
、
小
早
川
・
前
掲
八
頁
、
滝
沢
正
『
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
の
理
論
』
(
有
斐
閣
、
一
九
八
四
年
)

一
七
八
頁
以
下
参
照
。

(
訳
註
二
ハ
)
海
外
領
土
と
海
外
県
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
滝
沢
・
前
掲
書
(
訳
註
四
)
一
六
五
頁
以
下
参
照
。

(
訳
註
一
七
)
カ
ナ
ダ
・
ニ
ュ

l
フ
ア
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
島
南
沖
合
に
位
置
し
、
ミ
ク
ロ
ン
島
や
サ
ン
H

ピ
エ

l
ル
島
か
ら
な
る
。

(
訳
註
一
八
)
一
九
八
二
年
以
前
の
県
会
の
構
成
・
運
営
・
権
限
に
つ
い
て
は
、
山
口
・
前
掲
書
一
二
六
頁
以
下
参
照
。

(
訳
註
一
九
)
同
法
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
大
山
・
前
掲
一

O
O頁
参
照
。

(
訳
註
二

O
)
一
九
八
二
年
以
前
の
市
町
村
会
の
構
成
・
運
営
・
権
限
に
つ
い
て
は
、
山
口
・
前
掲
書
一
二
八
頁
以
下
参
照
。
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(
訳
註
二
こ
同
法
に
つ
い
て
は
、
百
一
理
格
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
園
、
地
方
団
体
、
住
民
(
二
、
会
号
、

組
織
法

V
制
定
前
後
」
自
研
第
五
九
巻
第
三
号
、
第
八
号
、
第
九
号
(
以
上
、
一
九
八
三
年
)
参
照
。

(
訳
註
二
二
)
レ
ジ
オ
ナ
リ
ス
ム
に
つ
い
て
は
、
滝
沢
・
前
掲
書
(
訳
註
一
五
)
一
二
七
頁
以
下
参
照
。

(
訳
註
二
三
)
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
州
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
大
山
・
前
掲
九
五
頁
以
下
参
照
。

(
訳
註
二
回
)
県
知
事
の
制
度
は
一
九
八
二
年
の
法
律
で
一
旦
廃
止
さ
れ
た
が
(
川
崎
・
前
掲
二
七
頁
、
及
び
、
同
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
地
方
制
度

改
革
と
知
事
団
(
二
・
完
)
」
広
島
法
学
一
二
巻
四
号
(
一
九
八
九
年
)
二

O
コ
一
頁
参
照
。
)
、
県
知
事
と
副
知
事

2
0
5
官
民
主
の
地
位
に
関

す
る
一
九
八
八
年
二
月
二
九
日
の
デ
ク
レ
八
八
|
一
九
九
号
は
、
こ
の
制
度
を
復
活
さ
せ
た
。
た
だ
し
、
県
知
事
の
権
限
内
容
は
従
前
と
異
な

る
こ
と
に
つ
い
て
、
大
山
・
前
掲
九
二
頁
以
下
、
同
・
一

O
一
頁
注

(
9
)
、
大
山
礼
子
「
県
知
事
職
の
復
活
」
ジ
ユ
リ
九

O
八
号
(
一
九
八
八

年
)
六
八
頁
参
照
。
か
つ
て
の
県
知
事
の
権
限
等
に
つ
い
て
は
、
山
口
・
前
掲
書
一
一
一
一
頁
以
下
、
二
一
八
頁
、
川
崎
信
文
「
フ
ラ
ン
ス
地
方

行
政
に
お
け
る
県
知
事
の
位
置
と
役
割
」
閉
口
富
久
治
編
『
、
主
要
-
諸
国
の
行
政
改
革
』
(
勤
草
書
房
、
一
九
八
二
年
)
二
一
一
二
賞
以
下
参
照
。

(
訳
註
二
五
)
憲
法
第
六
四
条
参
照
。

(
訳
註
二
六
)
た
だ
し
、
パ
リ
に
つ
い
て
だ
け
は
特
別
の
制
度
が
あ
っ
た
。
山
口
・
前
掲
書
二
三
三
頁
以
下
、
滝
沢
・
前
掲
(
訳
註
六
)
一
七
一
頁
、

川
崎
信
丈
「
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
地
方
自
治
」
中
木
康
夫
編
『
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
国
家
と
政
治
』
(
有
斐
閣
選
書
、
一
九
八
七
年
)
一
七
O
頁
参
照
。

(
訳
註
二
七
)
大
山
・
前
掲
(
訳
註
一
一
一
)
一

O
二
頁
注
(
三

O
)
参
照
。

(
訳
註
二
八
)
要
介
護
特
別
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
石
川
恒
夫
H
吉
田
克
巳
H

江
口
隆
裕
編
著
『
高
齢
者
介
護
と
家
族
』
(
信
山
社
、
一
九
九
七
年
)

三
四
七
頁
(
士
口
回
日
江
口
執
筆
)
参
照
。
〈
同
ν

『巾日付加門戸
D

ロ
日
志
円
5
3
5
忌
宮

E
2
2・
E
g
o
s
M
0
2同
-gdZ
呂
N

∞・』

E
E
E
B質
的
早
川
当
・
℃
・

]ケ

(
訳
註
二
九
)
公
務
員
の
「
キ
ャ
リ
ア
」
と
は
、
公
務
員
が
採
用
か
ら
離
職
ま
で
に
置
か
れ
る
一
連
の
人
事
行
政
上
の
地
位
の
総
称
で
あ
る
(
晴
山
一

穏
「
立
法
紹
介
」
日
仏
法
学
一
四
号
(
一
九
八
六
年
)
一
二

O
頁
)
。
「
昇
進
経
路
」
(
韮
沢
伸
子
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
官
職
分
類
と
昇
進
制
度
」

人
事
院
月
報
三
五
五
号
(
一
九
八
一
年
)
二
六
頁
)
と
か
、
「
身
分
」
(
リ
ヴ
エ
ロ
・
前
掲
書
二

O
一
頁
、
二
一

O
頁
)
、
「
職
階
」
(
同
・
一
一
一
一
一

頁
)
と
も
訳
さ
れ
る
。

(
訳
註
三

O
)
一
九
八
三
年
の
法
律
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
献
参
照
。
磯
部
力
「
フ
ラ
ン
ス
の
新
権
限
配
分
法
|
|
国
と
地
方
の
事
務
再
配
分
の

試
み
」
自
研
第
六

O
巻
第
三
号
(
一
九
八
四
年
)
八
五
頁
、
大
山
礼
子
「
フ
ラ
ン
ス
地
方
制
度
改
革
の
現
状
と
新
権
限
配
分
法
」
同
九
二
頁
、

北法48(6・166)1472
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三
)
|
|
一
八
八
四
年
八
コ
ミ
ュ

l
ン



磯
部
力
H

大
山
礼
子
共
訳
「
フ
ラ
ン
ス
の
新
権
限
配
分
法
(
一
)
(
ご
)
(
三
)
」
同
一

O
O頁
、
第
五
号
九
二
頁
、
第
八
号
(
以
上
、
一
九
八
四

年
)
七
二
頁
、
村
上
順
訳
『
フ
ラ
ン
ス
地
方
分
権
改
革
法
』
(
地
方
自
治
総
合
研
究
所
、
一
九
九
六
年
)
七
九
頁
以
下
。
な
お
、
同
法
律
の
立
法

過
程
に
お
け
る
元
老
院
の
主
査
委
員
会
報
告
書
に
つ
い
て
、
稲
本
洋
之
助
H

乗
本
せ
っ
子
H

伊
藤
洋
一
「
フ
ラ
ン
ス
の
地
方
制
度
改
革

1
1議

会
資
料
か
ら
」
法
時
第
五
七
巻
第
一

O
号
(
一
九
八
五
年
)
一
一
一
一
頁
参
照
。

(
訳
註
一
一
一
一
)
一
九
八
二
年
以
前
に
お
け
る
、
国
の
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
後
見
監
督
制
度
に
つ
い
て
は
、
滝
沢
・
前
掲
(
訳
註
六
)
一
六
七
頁
参

河
口
一
円
。

(
訳
註
三
二
)
例
え
ば
、
市
町
村
、
県
、
州
と
国
間
の
権
限
配
分
に
関
す
る
一
九
八
三
年
一
月
七
日
の
法
律
第
八
三
i
八
号
を
補
完
す
る
一
九
八
三
年

七
月
二
二
日
の
法
律
第
八
一
二
六
六
一
一
一
号
等
。
村
上
・
前
掲
書
一
二
ハ
頁
以
下
参
照
。

(
訳
註
三
一
一
一
)
都
市
計
画
の
分
野
に
お
け
る
市
町
村
へ
の
権
限
委
譲
に
つ
い
て
は
、
稲
本
・
前
掲
八
六
頁
、
原
田
純
孝
「
フ
ラ
ン
ス
の
都
市
計
画
制
度

と
地
方
分
権
化
(
上
)
」
東
社
第
四
四
巻
第
六
号
(
一
九
九
三
年
)
二
九
一
貝
以
下
、
三
五
頁
以
下
参
照
。

(
訳
註
三
四
)
固
と
各
レ
ベ
ル
の
地
方
公
共
団
体
の
問
で
の
権
限
配
分
の
一
覧
と
し
て
、
大
山
・
前
掲
(
訳
註
二
一
)
九
四
頁
参
照
。

(
訳
註
三
五
)
一
九
九
O
年
時
の
人
口
規
模
別
市
町
村
数
に
つ
い
て
、
大
山
・
前
掲
(
訳
註
二
一
)
九
八
頁
参
照
。
一
九
八
二
年
時
の
各
州
の
人
口
規

模
別
市
町
村
数
に
つ
い
て
、
H
V

白門司一口市

U
R
E
(下
井
康
史
訳
)
「
転
換
期
に
あ
る
地
方
権
威
」
ヨ
ア
ヒ
ム
・

J
・
ヘ
ッ
セ
編
可
地
方
自
治
の
世
界

的
潮
流
(
下
)
』
(
信
山
社
、
一
九
九
七
年
)
四
二
三
頁
(
初
出
・
』
g
n
E
E
』吉田

z
g誌
編
『
国
際
比
較
か
ら
見
た
地
方
自
治
と
都
市
問
題
(
原

題

Z
E
C
5
3
2
2
5
5
E
E吋回
E
E
q
E
Z
o
E
3
3
m
E
Z
)
1
1先
進
二

0
ヶ
国
の
分
析
l
l
I』
(
北
海
道
比
較
地
方

自
治
研
究
、
一
九
九
四
年
)
)
参
照
。

(
訳
註
三
六
)
大
統
領
と
首
相
の
行
政
決
定
が
「
デ
ク
レ
」
の
形
式
を
と
る
の
に
対
し
、
大
臣
や
県
知
事
、
市
町
村
長
の
そ
れ
は
、
寸
ア
レ
テ
」
で
あ

る
の
が
通
常
で
あ
る
(
リ
ヴ
エ
ロ
・
前
掲
書
一

O
五
頁
)
。

(
訳
註
三
七
)
県
地
方
長
官
と
は
、
従
来
の
県
知
事
e

に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、
一
九
八
二
年
の
法
律
で
新
設
さ
れ
た
職
名
で
あ
る

註
二
(
上
)
五
五
頁
注
(
七
)
)
。

(
訳
註
三
八
)
川
崎
・
前
掲
(
訳
註
二
六
)
一
七
八
頁
参
照
。

(
訳
註
三
九
)
郡
は
、
単
な
る
県
内
の
補
助
的
行
政
区
分
で
あ
り
、
法
人
格
は
な
い
。
各
郡
に
は
副
県
庁
が
置
か
れ
る

六
五
頁
、
同
・
前
掲
書
(
訳
註
四
)
七
二
頁
及
び
一
五
二
頁
参
照
。
)
。

フランスの地方分権

(
滝
沢
・
前
掲 (

磯
部
・
前
掲
(
訳

北法48(6・167)1473

(
訳
註
六
)



シンポジウム

(
訳
註
四
O
)
小
郡
は
大
革
命
期
に
定
め
ら
れ
た
行
政
区
画
で
、
法
人
格
は
な
い
。
郡
を
さ
ら
に
数
十
程
度
に
細
分
化
し
た
も
の
で
、
き
わ
め
て
限
定

さ
れ
た
機
能
し
か
な
い
。
現
在
そ
の
数
は
全
国
で
約
三

0
0
0
に
上
る
(
滝
沢
・
前
掲
(
訳
註
六
)
一
六
五
頁
、
同
・
前
掲
書
(
訳
註
四
)
五

九
頁
及
び
一
五
一
頁
参
照
。
)
。

(
訳
註
四
二
同
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
川
崎
・
前
掲
(
訳
註
二
六
)
一
五
O
頁
及
び
一
六
九
頁
、

E
豆
8
0ミ
自
・
前
掲
四
三
三
頁
参
照
。

(
訳
註
四
二
)
一
九
七
八
年
秋
の
国
会
に
上
程
さ
れ
た
「
地
方
公
共
団
体
の
任
務
の
発
展
の
た
め
の
法
案
(
ボ
ネ
法
案
)
」
で
あ
る
。
同
法
案
に
つ
い

て
は
、
川
崎
・
前
掲
(
訳
註
二
六
)
一
七
O
頁
、
大
山
・
前
掲
(
訳
註
二
乙

9

5
頁
参
照
。

(
訳
註
四
一
二
)
一
九
八
三
年
一
月
七
日
の
法
律
第
八
三
八
号
第
三
条
第
一
項
参
照
。
磯
部
H

大
山
・
前
掲
共
訳
「
(
ニ
」
一

O
一
真
、
村
上
・
前
掲

書
七
九
頁
参
照
。

(
訳
註
四
四
)
一
九
八
三
年
一
月
七
日
の
法
律
第
八
三
了
八
号
第
五
条
第
一
項
参
照
。
磯
部
H

大
山
・
前
掲
共
訳
「
(
一
)
」
一

O
一
頁
、
村
上
・
前
掲

書
八

O
頁
参
照
。

(
訳
註
四
五
)
一
九
八
三
年
一
月
七
日
の
法
律
第
八
三
l
八
号
第
一
九
条
参
照
。
磯
部
H

大
山
・
前
掲
共
訳
「
(
一
)
」
一

O
四
頁
、
村
上
・
前
掲
書
八

三
頁
参
照
。

(
訳
註
四
六
)
協
議
整
備
区
域
お
よ
び
画
地
分
譲
に
つ
い
て
は
、
原
田
純
孝
H
広
渡
清
五
口
H
吉
田
克
巳
H
戒
能
通
厚
H

渡
辺
俊
一
一
編
『
現
代
の
都
市
法
』

(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
年
)
二
三
七
頁
以
下
(
鈴
木
隆
執
筆
)
参
照
。

〈
付
記
〉

本
翻
訳
に
当
り
ま
し
て
は
、
加
藤
智
章
教
授
(
新
潟
大
学
)
、
滝
沢
正
教
授
(
上
智
大
学
)
、
吉
田
克
己
教
授
(
北
海
道
大
学
)
、

教
授
(
小
樽
商
科
大
学
)
よ
り
貴
重
な
御
助
言
を
頂
き
ま
し
た
。
こ
の
場
を
か
り
て
衷
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

石
黒
巨
人

北法48(6・168)1474
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La Decentralisation en France 

Christian DEBOUY * 

La decentralisation ne constitue qu'un choix d'organisation 

administrative de la France et en aucun cas un mode d'organisation politique 

Pourtant， la decentralisation constitue un choix politique d'une tres grande 

importance. Ce choix est recent et resulte d'une longue histoire faite d'hesitaions 

et de choix contraires. 

Le mot de decentralisation exprime la reconnaissance par I'Etat d'autres 

personnes morales de droit public que lui et auxquelles il reconnait une certaine 

autonomie: competences propres et gestion par des organes elus. Cette 

reconnaissance a varie selon les regimes politiques qui se sont succede en 

France. Aujourd'hui， depuis 1982， il semble que le choix en faveur de la 

decentralisation est irreversible 

La decentralisation est reconnue， et donc garantie， par la Constitution de 

1958. En effet， notre Constitution reconnait l'existence de collectivites locales 

(communes， departements et territoires d 'outre mer) ， ce qui interdit au 

legislateur de les supprimer (mais d'at町 escollectivites locales pe山 entetre 

creees et supprimees par la loi， comme les regions) . De plus， la Constitution 

exige que les collectivites locales soient administrees par des conseils elus: tel 

est le cas de toutes les collectivites locales en France. En outre， la Constitution 

proclame le principe de la libre administration des collectivites locales， mais 

renvoie a la loi le soin de fixer les regles fondamentales de leur fonctionnement. 

Pour cela， le Parlement est place sous le controle severe du Conseil 

constitutionnel qui veille a ce que le Parlement ne limite pas trop la liberte des 

collectivites locales. Cependant， la liberte locale ne doit pas remettre en cause le 

'Professeur a la Faculte de Droit et des Sciences Sociales de I'Universite de 

Poitiers 

北法48(6・411)1717 E 



Vol. XLVIlI NO.6 (1998) The Hokkaido Law Review 

respect de l'unite et de la preeminence de l'Etat ainsi que de ses organes. La 

dec巴ntralisationsouleve egalement une difficulte au regard du principe d'egalite: 

un meme statut doit-il etre fixe pour toutes les collectivites de meme nature ? Le 

principe d'egalite s'oppose-t-il a la fixation par les collectivites locales de regles 

de gestion differentes? 

La mise en oeuvre de la decentralisation se traduit principalement par le 

transfert de compet巴ncesde I'Etat aux collectivit邑slocales. Pour cela， le 

legislateur est alle tres loin en 1982 et en 1983. Des attributions etendues ont 

ete accordees aux collectivites locales independamment d巴 leurs pouvoirs 

classiques de gestion d'une p巴rsonnemorale (vote du budget， recn巾即日t

d'agents publics， actions en justice …) • Les tranferts de competences ont ete 

soumis a trois principes nouveaux: transfert d'une competence entiere a une 

seule categorie de collectiv悦 slocales (exemple : 1・enseignementsecondaire dans 

les colleges aux departements) ， egalite entre collectivites locales (c'est-a-dire 

absence de tutelle d'une collectivite sur une at巾 e)， et transferts des moye叩n

f白I口ma泊an】Clersc∞orrespn】danta la nouvelle competence transferee. 

Les competences transferees ont ete tres nombreuses， et certaines ont ete 

tres importantes: par exemple en matiere d'education， ou encore ce pui concerne 

le droit de l'urbanisme. 

Mais， la tres petite taille des collectivites locales en France impose de 

mettre en place des collaborations a la fois verticales (entre u肘 communeet le 

depart巴町ntou I'Etat par exemple) et horizontales (il s'agit surtout de la 

cooperation 此ercommunale qui est tres importante en France). La cooperation 

intercommunale est meme u日enecessite vitale pour la plupart des communes 

sans elle， de nombreux services publics locaux ne pourraient pas exister U'eau 

potable par exemple) . 

De plus， la decentralisation ne doit pas faire oublier 1巴 maintiendu role 

de I'Etat. Ce dernier exerce constitutionnellement un controle sur les 

collectivites locales， contrδle a la fois administratif et financier. Le prefet est 

charge de ce control巴danschaque departement. Enfin， I'Etat joue un r凸!巴 tres

important dans la reussite de la decentralisation et ce de deux manieres. D'une 

part il modifie I'organisation de ses propres services en mettant en oeuvre 

m出 北法48(6・410)1716
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depuis peu une politique de deconcentration， ce qui vise a rapprocher ses 

serv悶 sdes usagers locaux (administres et collectivites locales) . D'autre part， 

il accorde des subventions importantes aux collectivites locales et pour trois 

raisons: aide au fonctionnement， a l'investissement， et compensation des 

competences transferees. Mais les collectivites locales se plaignent de ce que ces 

aides financieres sont insuffisantes. La decentralisation trouve la une importante 

limite 
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